
スーダン共和国 

飲料水衛生局 (DWSU) 

水資源・灌漑・電力省 (MWRIE) 

 

 

 

スーダン国 

水供給人材育成プロジェクト 

フェーズ 2 

 

 

プロジェクト業務完了報告書 

 

 

 

 

 
平成 27年 10月 

(2015 年) 
 
 

 

独立行政法人 
国際協力機構 (JICA) 

 
株式会社 地球システム科学 

環境 

JR 

15-101 



 

プロジェクトの対象州 

 

 



 

パイロット州の位置図 

  



参考１： スーダン給水セクター関係機関の組織再編の歴史 

改編時期 
組織 

備考 
管轄省 中央政府 

組織 
地方行政 

機関 

1957 年以前 
英国統治時代 植民地政府 British Sudan Light and Power Company 

植民地政府による統治。主要

都市を対象とした電気・水イ

ンフラ整備。 

1957 年-1965 年 
スーダン独立直後 スーダン政府 Sudanese Light and Power Company 独立後、スーダン側へ移管 

1966 年-1978 年 

建設省 
（66 年-78 年） 

Central Electricity and Water Authority 
(スーダン電力水道局) 

都市給水と村落給水を管轄す

る省庁が分離 農業省 
(74-79 年) 

Rural Water and Development Corporation 
（村落給水開発公社） 

1979 年 鉱業 
エネルギー省 

Central Electricity and Water Authority 
(スーダン電力水道局) 

鉱業エネルギー省に再統合 
Rural Water and Development Corporation 

（村落給水開発公社） 

1980 年‐1986 年 
ヌメイリ政権時代 

鉱業 
エネルギー省 

Federal Corporation for Rural and 
Urban Water Supply 

（連邦水道公社へ改称）  
Regional Water 

Corporations 
（9 つの広域行政区にお

ける 
支社） 

 

電力水道局から電気部門が分

離。 
都市給水と村落給水を合併し

たうえ、９つの広域行政区に

おける支社の設置。 
 
連邦水公社は管理業務に役割

を限定。 
1986 年‐1989 年 

民政移管 
（マフディ政権時

代） 

鉱業 
エネルギー省 

National Urban Water Corporation 
(スーダン都市給水公社) 都市給水と村落給水の組織を

分離 National Rural Water Corporation 
（スーダン村落給水公社） 

1992 年‐2003 年 
（地方分権化法 
1992 年施行に伴

うセクター改革） 

鉱業 
エネルギー省 

 

National Water Corporation(NWC) 
スーダン全国水道公社 

へ改称 

Regional 
Water 

Corporations 

State Water 
Corporations 

連邦組織として都市給水と村

落給水の組織を再統一。 
 
州政府管轄による州水公社の

設置（当初 26 州）。 
 
2003 年、広域行政区支社廃止。 

 

2007 年 

鉱業 
エネルギー省 

↓ 
水資源灌漑省 

Public Water 
Corporation 

(PWC) 
（国営水公社） 

Public Water 
Corporation 

Training Center 
（PWCT） 

(国営水公社 
研修センター) 

State Water Corporations 
（SWCs） 
州水公社 

 

 

新設された水資源灌漑省へ移

管. 
 
国営水公社へ改称 

2011 年 11 月 
灌漑・水資源省 

↓ 
水資源省 

灌漑部門の分離による名称変

更。 

2012 年 7 月 
水資源省 

↓ 
水資源・電力省 

電力部門との統合により名称

変更された。 

2013 年 1 月 水資源・電力省 Drinking Water and 
Sanitation Unit 

(DWSU) 
（飲料水衛生局） 

DWST 

PWC 内に衛生部署が設置さ

れたことに伴いDWSUへと名

称変更された。 

2015 年 10 月現在 水資源・灌漑・

電力省 
 

*P-85 Political Water, Anne-Sophie Berckedorf,2011 参照 

 

 

 

 



参考 2： 水供給人材育成プロジェクトフェーズ 2 の歴史 

 
 

 

 

 

 

 

 

年 年次 月 主な活動 関連プロジェクト 関係者

フェーズ2の1年次が開始される ダルフールプロジェクトの第5回JCCが開催される 上村、小野寺、松尾、大鹿、山本、佐藤、木村、佐々木

白ナイル州研修センターの完成式が開催される

12月 第1回JCCが開催される ダルフールの現地調査が実施される 上村、井堂、池田、今井、村川

1月 水資源省の大臣がPWCTを訪問する ダルフール地域が3州から5州となる

熊本大学の細野博士がDWSTを訪問する

㈱レアックスによるボアホールカメラ技術指導が実施される 勝島、大村

3月 モロッコ研修の事前調査を実施する カッサラプロジェクトの第3回JCCが開催される 上村

センナール州の研修センターが完成する

第1回ジョイントセミナーが開催される（センナール州）

熊本日日新聞社がプロジェクトを取材する 井上記者

5月 第1回モロッコ研修が実施される 上村、七條

第2回JCCが開催される 上村、小野寺、佐藤、佐々木

機材引き渡し式が開催される

堀江大使がDWSTの研修センターを視察する 堀江大使、岩田書記官

1年次の現地活動が終了する

10月 フェーズ2の2年次が開始される 上村、小野寺、松尾、大鹿、山本、佐藤、木村、佐々木

第3回JCCが開催される

第2回ジョイントセミナーが開催される（白ナイル州）

地球環境部の涌井課長がプロジェクトを視察する

堀江大使が白ナイル州研修センターを視察する

モロッコより専門家5名を招聘する カッサラプロジェクトの中間評価報告会が開催される

エル・ゲジーラ州の研修センターが完成する ダルフールプロジェクトの第6回JCCが開催される

経済基盤部の宮崎次長が研修センターを視察する

PWCTをDWSTに名称変更する ダルフールプロジェクトの終了時評価が実施される

板越社長がプロジェクトを視察する

堀江大使がパイロット州を視察する

2月 第3回ジョイントセミナーが開催される（エル・ゲジーラ州） ダルフールプロジェクトの第7回JCCが開催される

アフリカ部の斉藤課長が白ナイル州を視察する 斉藤課長がコスティの無償を協議する

World Water Day で上村専門家が発表する カッサラプロジェクトの中間評価報告会が開催される

北部州研修センターの完成式が開催される 堀江大使、反町、森、加藤、上村、大鹿

第2回モロッコ研修が実施される 上村、佐藤、加藤
JICAの田中理事長がDWSTを視察し、記念樹を植樹する

第4回JCCが開催される 折笠、森、加藤、上村、佐藤、佐々木、山本

5月 2年次の現地活動が終了する

フェーズ2の3年次が開始される カッサラプロジェクトの第7回JCCが開催される 上村、小野寺、松尾、大鹿、山本、佐藤、木村、佐々木、門上

ナイロビでのIWAにセンター長と上村が参加する

第5回JCCが開催される

国際開発ジャーナル社より「スーダンの水」が出版される

第4回ジョイントセミナーが開催される(白ナイル州）

マザーナイルプロジェクトとの連携が実施される

衛生管理コースのベースライン調査が実施される

モロッコより専門家4名を招聘する
紅海州で国際淡水化セミナーを開催する

ナイル州の研修センターの開所式が開催される カッサラプロジェクトの終了時評価が実施される

UNOPSの研修が実施される

中間評価が実施される 宮崎課長、高木
第6回JCCが開催される
モニタリングワークショップが開催される 上村、佐藤

2月 水資源・電力省顧問と水資源管理の協議を行う
イラン企業と研修センター建設の契約が締結される アフリカ開発銀行によるダルフールセミナーが開催される

World Water Day で上村専門家が発表する

新任の水資源・電力省大臣が研修センターを訪問する

JICA事務所の新旧所長が挨拶にアマル総裁を訪問する 森前所長、小池所長、北口所員、上村

第3回モロッコ研修が実施される カッサラプロジェクトの第9回（最終）JCCが開催される 上村

北コルドファン州研修センターの完成式が開催される 上村
第5回ジョイントセミナーが開催される（北コルドファン州） 上村
第7回JCCが開催される

3年次の現地活動が終了する

4年次の現地活動が開始される 小野寺、山田、松尾、大鹿、山本、佐藤、木村、佐々木、門上

エル・ゲジーラでODAツアーが開催される 伊藤大使、中田書記官、小池所長、小野寺

第8回JCCが開催される カッサラプロジェクトの成果発表会がDWSTで開催される 北口所員、塩見所員、小野寺、七條、黒田

第6回ジョイントセミナーが開催される（北部州） 小野寺

12月 第3回モロッコ人専門家招聘が実施される 伊藤大使、中田書記官、小池所長、北口所員、佐野所員、小野寺

1月 中長期人材育成計画が完成する

2月 モニタリングマニュアルが完成する

3月 第9回JCC、終了時評価が実施される 江尻団長、清水職員、佐野所員、小野里

各州担当者向けにモニタリング研修が実施される 小野寺

第4回モロッコ研修が実施される 小野寺

第4回モロッコ研修の帰国報告会が開催される 小野寺

第7回ジョイントセミナーが開催される（ゲダレフ州） カッサラ州給水サービス向上プロジェクトの詳細計画策定調査

4年次の最終活動で専門家3名が派遣される 上村、小野寺、門上

9月 第10回JCCと成果発表セミナーが開催され、現地活動を終える
伊藤大使、中田書記官、宮崎課長、清水職員、佐野企画調査員、上村、小野寺、門上、七條
荒木、杉本

10月
帰国報告会
プロジェクト業務完了報告書を提出する

外務省外山課長代理、岩崎次長、宮崎課長、清水職員他地球環境部関係者
上村、小野寺、大鹿、佐々木、佐藤、山本、加藤
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略  語 

 

ABH：  モロッコ流域水利公社（Agency of Hydloric Basin） 

AfDB:  アフリカ開発銀行（Africa Development Bank） 

DWSU：  飲料水・衛生局（Drinking Water and Sanitation Unit） 

DWST：  飲料水・衛生局研修センター（ Drinking Water and Sanitation Unit Training 

Center） 

GWD：   地下水ワディ公社（Groundwater Wadis Directorate） 

IOM：  国際移住機関（International Organization for Migration） 

IWA：   国際水委員会 (International Water Association) 

JCC:     合同調整委員会（Joint Coordination Committee） 

JICA:    国際協力機構（Japan International Cooperation Agency） 

KSWC:    ハルツーム州水公社（Khartoum State Water Corporation） 

KTC:     キロテン研修センター（Kilo Ten Training Center） 

MWRE:    水資源・電力省（Ministry of Water Resources and Electricity） 

NCMWE:   国営水機材製作公社（National Corporation for Manufacturing Water Equipment） 

O&M:   運営維持管理（Operation and Maintenance） 

ONEE：  モロッコ国営水道・電力公社（National Drinking Water and Electricity Supply  

Corporation） 

PDM:     プロジェクト・デザインマ・トリックス(Project Design Matrix) 

PO:      実施計画（Plan of Operation） 

POM:     プロジェクト・運営マニュアル（Project Operation Manual） 

PSWC:    パイロット州水公社（Pilot State Water Corporation） 

SWC:     州水公社（State Water Corporation） 

UNDP:    国連開発計画（United Nations Development Program） 

UNICEF:  国連児童基金（United Nations Children’s Fund） 

UNOPS:   国連プロジェクトサービス機構 (United Nations Project Services) 

WB:      世界銀行（World Bank） 

WES:     水と環境衛生プロジェクト（Water, Environment and Sanitation) 

WHO:     国連保健機関（World Health Organization） 
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要旨 

1．プロジェクトの背景 

1-1. スーダンの給水セクターとプロジェクトの狙い 

スーダン国は、長引く戦争による国家経済の疲弊や地方分権化の弊害により、水道インフラの

整備や更新が進まず、老朽化が深刻となっている。また、多くの州水公社（SWC）では予算、人材、

機材の不足に直面している現状にある。 

このような現状の下、2008年 6月スーダンに対する援助再開第一号のプロジェクトとして、旧

国営水公社（PWC現：飲料水衛生局、以下 DWSU）の研修センター（旧 PWCT）の能力強化を目的と

した「水供給人材育成計画プロジェクト」（以下フェーズ１とする）が開始された。 

フェーズ 1では右に示すような取り組みを行い、全国各

SWCの幹部人材の養成をスローガンに首都ハルツームで研修

が実施され、2011 年に終了した。 

フェーズ１では研修カリキュラムの他、研修用機材が大幅

に不足していたことから、ワークショップの整備、水質研究

所の整備などが専門家の施設設計支援や本邦機材調達を通

じて実施された。フェーズ 1の成功を受けて、各州での人材

育成の機運が高まり、2011年 11月、州レベルでの研修実施体制の構築に向けたプロジェクトが

「水供給人材育成プロジェクト・フェーズ 2」（以下、本プロジェクト）として開始された。 

「本プロジェクトは、フェーズ 1で構築されたノウハウをパイロット州他における人材育成の

実施体制を具体化し、その成果を中央政府の飲料水衛生局研修センター（以下 DWST）に集約する

ことにより、各州の知見や教訓を共有する体制を構築することである。」 

1-2. プロジェクト実施上の課題 

フェーズ１終了時において「DWSTの研修実施体制の構築」という目標は達成された。一方、州

レベルでは、いまだ研修実施体制は整備されていなかった。また連邦レベルでスーダン全体の人

材育成計画を策定するにあたり各州のニーズを把握する体制が不十分であった。そのため、スー

ダン国としての給水人材育成方針の明確化に対する必要性が課題となってきた。また、給水人材

の育成により給水施設の維持管理能力の向上が期待されるものの、各州では給水施設のモニタリ

ングを実施する体制も構築されていなかった。 

 

2．プロジェクトの目標・成果 

2-1. プロジェクトの目標・成果 

本プロジェクトは、上記課題を踏まえて、各州の人材育成を活性化させるとともに、連邦レベ

ルで給水人材の人材育成計画を策定し、併せて各州の情報を中央に集約するモニタリング体制の

構築を目的とするものである（表 2）。 

主な取り組み

・PWCTの研修実施計画の策定

・PWCTの研修運営能力強化

・研修ニーズの研修計画への反映

具体的成果

・研修施設・資機材の整備

・研修用マニュアルの整備

表 1 フェーズ 1 における成果 
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表 2 プロジェクト目標および成果 

対象地域 
連邦レベル：DWSU、DWST 
地方州レベル：全州（2 つのパイロット州として白ナイル州、センナール州） 

上位目標 スーダンの給水施設が適切に維持管理される。 

プロジェクト 
目標 

スーダンの給水人材が適切に育成される。 

成果 1 研修センターで中・長期人材育成計画に則った研修が実施される。 

成果 2 研修センターによる支援のもとパイロット州 SWC における研修実施体制が確立される。 

成果 3 パイロット SWC のもと研修実施と給水施設維持管理のモニタリング体制が確立される。 

成果 4 研修センターによる支援のもと、全国の SWC における研修実施体制が整備される。 

図 1 フェーズ 1とフェーズ 2との関係 

2-2. プロジェクトの投入と実施体制 

本プロジェクトで対象とする機関は、

連邦政府の水資源灌漑電力省に所属する

DWSU 及び DWST をはじめとする中央政府

機関と、18の地方州に分散している。こ

のため、日本側からは、主に中央政府に

関連する支援（成果 1）、全州を担当す

るプロジェクト総括と、主にパイロット

2州に対する支援を担当する計 8分野の

専門家を派遣している。 

このような投入により、事業継続性と

専門性を確保しつつ、効果的な能力向上

を目指すものである。 

 

2-3. 成果 1：DWST の研修実施能力強化 

成果 1は、中央政府の研修センターに関する支援であり、中長期人材育成計画の策定が最終的

【スーダン側】 【日本側】 

連邦政府（水資源電力省） 

責任機関：飲料水衛生局 

実施機関：飲料水衛生局、DWST 

専門家チーム 

①総括/給水計画 

②副総括/料金管理/組織管理 

③研修施設管理/給水計画 2 

 

 地方政府（18州） 

東部 4州、北部 2州、首都圏 2州、

中部 5州、ダルフール 5州 

専門家チーム 

④井戸管理、⑤浄水場管理/

管網管理、⑥水質管理、⑦電

気・機械・機材、⑧データ管

理/モニタリング、⑨コミュ

ニィ啓発、⑩衛生管理 

モニタリング      情報共有 

連携 

モニタリング      情報共有 

パイロット 2州 

白ナイル州、 

センナール州 

 

 

図 2 投入と実施体制 
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な成果である。本プロジェクトでは持続的な支援体制を構築するため、プロジェクト総括が、長

期間滞在する方式が採用された。2015年現在、DWST では年間 37の研修コースを実施しており、

研修毎にフィードバックを行い、新しい研修コースを毎年立ち上げるなど、すでに DWSTは自律的

な研修運営を行っている。 

（1）新規研修センター建設の必要と停滞 

一方で、現存の DWSTの研修施設では増加する研修生に対応できなくなっていた。そのため、2011

年より宿泊施設・セミナールーム等の増強を含めた新たな研修センターの建設が計画されていた。

したがって、成果１の活動として想定されていた給水分野の中長期人材育成計画の策定は、本来、

建設予定の新規研修センターを念頭においたスケールアップを見込んだものであった。しかしな

がら、様々な事情により新規研修センターの建設が遅れ、プロジェクト期間中の完工は困難となっ

た。そのため、中長期人材育成計画では、新規研修センターのキャパシティを前提とした目標人

数については保留せざるをえなくなった。 

（2）中長期人材育成案の策定 

そこで本プロジェクトでは新規研修センターを前提とせずに同計画策定に着手し、「四半世紀

給水戦略書 2007年～2031年」で示された研修センターに求められる役割に基づき、中長期人材

育成計画が 2015年 3月に策定された。この計画は 2015年 8月に国家人材育成省の承認を受けた。 

本計画は、中期計画と長期計画から構成され、中期計画においては、「データ処理能力」など

個人・組織レベルの基礎的なスキルの向上を狙いとした。中期的な目標は、個々人に研修のみな

らず、以下のさまざまな組織的な活動を通じて実現されるものである。例えば、新規研修センター

の建設、DWSTの効率的な組織及び管理システムの構築、各 SWCにおける研修システムの構築、モ

ニタリングシステムの構築、各 SWC研修センター長との定期的な会議の開催、データベース構築、

ウェブサイトを通じた広報活動などである。 

一方、長期計画においては、「組織管理能力、調査設計能力」、「プロジェクト管理能力」、

「施設管理能力」、「機材管理能力」、「品質管理能力」、「モニタリング評価能力」の 7つの

能力の向上を目標とし、以下、①モロッコとの技術交換事業の実施、②国際基準満たした DWST研

修センターの設置、③アフリカの中核となる研修センター、④施設や機材が完璧に整備された研

修センター、⑤民間企業を含めた研修の実施、の 5つの活動を想定した。 

（3）モロッコとの技術協力 

長期計画に明記された「モロッコとの技術交換の継続的な実施」は、今後スーダンの水分野が

目指すべき方向性を見定める上で極めて重要である。本プロジェクトでは 2012年から 2015年に

かけて計 4回のモロッコでの第三国研修を実施してきており、スーダン人研修生は国外の先進的

なシステムに触れることによる啓発効果を強く実感している。また、毎年 12月にはモロッコ人専

門家をスーダンに招聘し、スーダンの給水事情を第三者の視点で評価する機会を得たこともスー

ダン側の意識改革の契機となった。 

スーダンでは長引く内戦や経済制裁の影響により、先進国の進んだ技術やシステムに接する機

会が少なくなっていた。特にイスラム原理主義化が進行した 90年代以降、大学進学率や海外留学

率の低下が進み、スーダンは長らく鎖国状態が続いており、このことが給水分野でも人材の質の
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低下の一因となっていた。 

一方、モロッコが対象国として注目されたのは同じアフリカ北部のアラビア語圏であり、かつ

過去 30年にわたる給水セクターの発展が類似した自然環境を持つスーダンにとって模範となり

うるからである。以上の背景から中長期人材育成計画にモロッコとの技術交換が明記されるに

至った。 

   

業務管理研修 ONEE研修施設見学 

 

2-4. 成果 2：パイロット州 SWC の研修実施能力強化 

成果１が中央政府レベルを対象とした人材育成体制の構築であるのに対し、成果２は州レベル

での人材育成体制の構築を目指している。 

本プロジェクトでは州レベルで研修実施体制のモデルを構築するため、白ナイル州とセンナー

ル州がパイロット州として選ばれた。両州はハルツームから南方 200~300Km に位置し、お互いに

隣接した州である。 

地方州における人材育成は、幹部人材育成を標榜する DWSTでの人材育成とは異なり、より現場

に密接した能力の向上が求められる。そこで本プロジェクトでは、多様なニーズにきめ細かく対

応するためソフト・ハード分野で 8人の専門家を配置した。 

（1）パイロット州の研修運営 

両州で開設された研修コースは、浄水場管理、管網管理、電気/機械管理、機材管理、井戸管理、

水質管理、コスティ特別研修などのハード部門から、データ管理、組織管理、コミュニティ啓発、

衛生管理などのソフト部門など 12コースのほか、カウンターパートが専門家の支援なしに実施す

る研修としてコンピュータスキルなどの研修がそれぞれ年間 1～2回程度実施された。いずれも研

修講師は可能な限り国内で調達され、日本人専門家の講義や実技などの直接的な支援は限られた

コースにとどまっている。カウンターパートが研修実施のために地域で有能な人材を探す過程で

ネットワーク形成することも狙いのひとつである。 

なお、パイロット州では日本人の不在期間中にも研修を実施した。 

2-5. 成果 3：パイロット州モニタリング体制の構築 

成果 3は、研修実施体制と給水施設維持管理状況のモニタリング体制を DWSU及びパイロット州

間で構築することである。 

成果 3の目標は、地方で実施される人材育成と中央で実施される人材育成と有機的に結び付け、

研修結果を共有し、互いにフィードバックすることによって国及び州レベルの人材育成の効果を
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高めることである。また、給水施設の維持管理体制をモニタリングすることにより育成された人

材が有効活用される仕組みづくりを促すことも目標となっている。 

育成された人材が現場で活用されて初めてスーダンの給水施設が適切に維持管理される。その

ため、研修による人材育成と並行して、ベースライン調査とモニタリングを通じて現状の給水施

設運営維持管理の課題を明確化し、施設の改修計画やマネジメントの改善につなげることも成果

3の狙いである。 

（1）モニタリングユニットの設置 

本プロジェクトでは、初めに中央の DWSUにおいて各州の研修実施状況を把握するためのモニタ

リングユニットが設置された。しかしながら、地方州レベルにおいて研修ユニットが設立された

州はパイロット 2州及びゲジーラ州などごく少数にとどまっており、当面はパイロット州の研修

成果を取りまとめ、知見や経験を共有する仕組みの整備に着手することとなった。 

パイロット州においては同様に研修運営が軌道に乗り始めた本プロジェクトの 3年目にモニタ

リングユニットが設立された。4年目にはスーダン地方給水の代表的な給水施設である「ウォー

ターヤード」のモニタリングがパイロット州一部の郡内の数百ヶ所で実施された（*深井戸＋高架

水槽＋電源＋共同水栓のパッケージをスーダンでは Water Yard (WY)と呼んでいる）。 

   
モニタリング実務研修現場 ウォーターヤード調査 モニタリングデータの整理 

（2）WY 維持管理の課題と改修計画の策定 

本プロジェクトの戦略としては、上位目標である、「スーダン国の給水施設が適切に維持管理

される」を達成するためには、適切な維持管理計画が立案・実施される必要がある。また、スー

ダンにおいては人口の 76%以上を占める村落給水の具体的な給水施設維持管理計画が存在しない

現状を改善するために、パイロット州において WY及びその維持管理体制のインベントリー調査を

開始した。さらに連邦政府レベルにおいては、地方州の WYの機能状況を把握することにより、ド

ナーからの援助資機材の配分やプロジェクト提案に資すると考えられる。そのため、DWSUでは地

方州の WY稼働状況の把握に絞ってモニタリング体制の構築に着手した。 

本プロジェクトではパイロット州 SWCが効率的に WYの維持管理を実施するために必要なデータ

をモニタリングする体制づくりを支援した。「2014 年から 2015年にかけて実施された WYモニタ

リングは一部の郡に限られたものであるため、SWC全体としての WY運営維持管理計画の策定まで

は着手するまでにはなお時間を要する。当面の課題としては、対象とした郡において優先的に改

修すべき WYがリストアップされ、その後改修計画が立案されたことにより、一部の改修が実施さ

れつつあることは大きな成果と言える。」 
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2-6. 成果 4：州レベルでの研修実施体制の構築 

（1）資機材の供与による呼び水効果 

フェーズ１終了後のステップは、州レベルでの人材育成体制の構築であった。しかしながら、

2011 年当初、州レベルにおいて組織的に人材育成を行っていたのはハルツーム州のみであり、そ

の他多くの州は研修センター自体を持たなかった。フェーズ１で DWSTのもとで育成された各州の

職員及び各 SWC総裁は、州内での人材育成を活性化させるべく、SWCの研修センターの設置を目

標に JICAの支援を仰いだ。 

日本側はこれに応えて、2011年時点で人材育成により積極的な姿勢を示していた 6州を選んで

研修用機材を供与した。パイロット州には特に井戸改修に必要なクレーントラック等も供与した。

研修用資機材の供与は研修センターの整備を促進する大きな効果をもたらした。センナール州に

おいては供与したパソコンをきっかけとしてカウンターパートの予算による公社内の LAN整備と

パソコンの追加購入および各部署へのプリンターの導入が進んでいた。また、その他の州におい

ても日本が調達した研修用機材がその後の研修センターの建設の呼び水となった。 

   

HDPE 溶接機 デスクトップコンピュータ コピー機 

（2）ジョイントセミナーによる呼び水効果 

本プロジェクトでは、各州が知見や経験を共有し合う機会として、ジョイントセミナーの開催

を続けてきた。2015 年までに計 7回のセミナーがいくつかの州で開催されている。このセミナー

は開催場所となった州の水公社がホストとして各州関係者を招くことになるため、州間の競争意

識も働き、開催州では必然的に研修センターの整備が加速されるという、効果をもたらした。ま

た、ジョイントセミナーの開会や閉会に際して執り行われるセレモニーでは州公共事業省や州財

務省の大臣クラス、そして州知事らが招聘され、給水セクターの人材育成について力説する機会

が得られる。したがって、ジョイントセミナーは単に州間の競争意識を煽るだけではなく、州内

においても、給水分野の予算編成権を持つ公共事業省や州知事の巻き込みを図る極めて重要な意

味を持っていることがわかる。 

（3）セクターラーニングの促進 

このセミナーでは、開催した州の人材育成の進捗状況について披露されるだけではなく、参加

した州のうち 4～5州程度が毎回各州の研修の状況発表している。日本側はジョイントセミナーの

際に、各州の優良事例を表彰することにしており、これまでにゲジーラ州が 2度、北コルドファ

ン州、白ナイル州、北部州が一度ずつ表彰されている。 

一方、各州での研修センターの整備は進み、2015年 9月現在、西コルドファン州、中央ダルフー

ル州及び東ダルフール州を除き、研修施設が確保された他、州の自助努力による研修の受講者数
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は全体で 4382名となっている。この数は過去 7年間に DWSTの研修を受講した人数が 2101名

（2008-2015）であることを考慮すると、決して少なくない数字であり、州レベルの人材育成のイ

ンパクトの大きさを物語るものである。 

知見や経験を共有する仕組みづくりを推進するセクターラーニングは、国家給水衛生戦略計画

（2012 年―2016年）において重要なコンポーネントの一つして明記されている。この点において、

ジョイントセミナーは州同士が情報を共有し、経験を学び合うセクターラーニングの機会を提供

する効果的なイベントと言える。このような成果は他のドナーのプロジェクトには見られない

JICA 独自の取り組みとしてスーダン国関係者から高く評価されている。現在、終了時評価を受け

て、プロジェクト終了後においてもジョイントセミナーを実施するための、委員会づくりが進め

られている。 

 

3．プロジェクト実施上の工夫・教訓 

3-1. 信頼関係の構築 

本プロジェクトの専門家が最も重要視したことはスーダン側との信頼の構築であった。そのた

めの手段として、プロジェクトでは総括の派遣期間を他の専門家より長めに確保した。これによ

り、総括が様々な活動を実施できるようになった。 

一方で、フェーズ 2を実施する際にはフェーズ 1に関与した専門家を 4名確保している。これ

はプロジェクトの継続性と信頼関係の構築を優先したことによるものである。このような、日本

とスーダンとのプロジェクトに対する配慮が本プロジェクトの信頼関係の構築に寄与したものと

考えられる。同時に良好な信頼関係の構築が様々な課題に対する専門家の提言をスーダン側が受

け入れるようになり、オーナー意識を醸成することになった。 

3-2. スーダン人の自尊心と能力の刺激 

スーダン人の能力が高いことは多くの日本人関係者の共通認識である。また、カウンターパー

トはハルツーム大学やスーダン大学で専門を研鑽してきているために、ある程度のレベルの技術

力を有している。しかしながら、これらは未だに潜在能力の段階であり、多くのカウンターパー

トが能力を十分発揮できる状況には至っていない。その最大の理由は公務員の低すぎる給与であ

る。また、組織上の問題として不適切な人事評価による昇給昇格の遅れ等もある。 

このようなスーダン人カウンターパートを鼓舞するために専門家は、彼らの有する自尊心や潜

在能力を認め、刺激を与えてきた。例えば、本プロジェクトでは、スーダン国内の優良事例の掘

り起しを実施してきた。スーダンでは国内に優良事例があるものの知られていないことが多い。

特にゲダレフ州にあるハワタ水道事業体はドイツが長年支援した地方都市給水のモデルであり、

スタディツアーを実施するなど積極的に研修に活用した。 

図 3はスーダンを中心にその発展レベルを比較したものである。当然なことながら、スーダン

人が南スーダンよりも相当発展していることは彼らの自負でもある。しかしながら、モロッコと

比較すれば逆に多くの面で発展途上にある。これを理解させるために、フェーズ 2ではモロッコ

研修を 4回実施してきた。そして、研修を繰り返すことにより、スーダン人がモロッコの発展モ
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デルを意識するようになってきた。このような意識の変化もオーナーシップ醸成の要因となった。 

 

図 3 スーダンの発展段階のイメージ図 

3-3. 目標国としてのモロッコと現地研修 

人材育成にとって、スーダンの給水サービスの目指すべき方向性を見定めることは極めて大切で

ある。どのような関係者を対象に、どのような給水人材が育成されるべきかどうかは、将来的に

どのような給水サービスを目標とするかに関わってくる。スーダンでは特に村落地域において依

然として安全な水へのアクセス率が 56%（2010 年）と低い。また組織としてのマネジメント能力

も十分ではない。このような状況を改善してゆくためには、地域のなかで人材育成のネットワー

クを構築するだけでは足りず、自らの潜在能力に対する気づきを与え、外部の視点からスーダン

国の状況を俯瞰して目指すべき方向性を再認識する必要がある。 

本プロジェクトでは、モロッコへの第三国研修を毎年実施し、スーダンの給水の常識がいかに国

際的なスタンダードとかい離しているかを実感させる機会をもつような工夫を行ってきた。これ

までに実施されたモロッコ研修の経験者は 47 名である。 

モロッコを選んだことにはアフリカ地域・アラビア語圏という地理的・言語的条件のほかに、も

う一つ理由がある。モロッコは 1980年代まで特に村落部の給水率が極めて低く、この問題を改善

するために国家計画を策定した。この計画には多くのドナーや国際機関が参画し、日本は最初に

無償資金協力を実施した。約 10年に及ぶ継続的なプロジェクトの実施によって、モロッコ村落の

給水普及率は大幅に改善し、現在 94％以上となっている。このようなモロッコの発展のプロセス

をスーダン人に研修させることは極めて重要であった。また、プロセスのみならず、モロッコの

先進的な給水施設や水源開発及びその関連施設の維持管理はスーダンの今後の同様なアプローチ

に適応可能なものである。 

海外研修で重要なことは、研修生の意識改革である。つまり、途上国の研修生が日本等先進国

の給水関連施設を視察した場合、「日本は先進国だから」との潜在意識を否定できない。しかし

ながら、20 年前までは現状のスーダンと給水環境が殆ど同じレベルであったモロッコに対して、

多くの研修生は努力次第ではモロッコレベルまで発展することが可能と考えている。このような、

モロッコを目標とした海外研修はオーナーシップ醸成の観点から、今後も継続することが重要で

ある。 

写真 説明 割合（％） 写真 説明 割合（％） 写真 説明 割合（％）

共同水栓主体

各戸給水主体

発展レベル

90

80

5

15

・このレベルを卒業し
つつある

・ウォーターヤードが
主体である
・運営維持管理に課
題がある

・主要都市で実施さ
れている
・ただし、施設の運
営維持管理に課題
がある

20

・ハンドポンプが主体
である
・維持管理体制に課題
が多い

30

モロッコ南スーダン

0

10

スーダン

中低い

・このレベルは既に卒業している

・このレベルには至っていない
・一部の村落で利用され
ている

50
首都のジュバ等の
一部の都市部のみで
実施されている

・モロッコではこのシステ
ムが主流で運営維持管
理も万全である

高い

給水レベル

ハンドポンプ主体レベル１

レベル２

レベル３
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3-4. 予算の確保の指導 

予算確保をはじめとする相手国の負担事項は本プロジェクトのみならず、他の類似プロジェク

トにおいても極めて重要である。本プロジェクトにおいては、フェーズ 1から日本側の協力内容

を繰り返し説明してきた。つまり、日本は専門家の派遣と研修用機材の供与を実施するものの、

研修に伴ういかなる費用は負担しないことする基本方針の説明である。この方針に基づき、専門

家はプロジェクト期間中カウンターパートの宿泊日当、交通費、セミナー開催費等を全く負担し

ていない。ただし、このような体制を構築する前に専門家は予算申請書のフォーマットを作成し、

繰り返し指導をしてきた。その結果、スーダン側は確実に研修予算を確保するようになり、オー

ナー意識を高めた。 

プロジェクト実施期間： 

2011 年 10 月～2015 年 10 月 

 

 



 

 



 

1 

1 はじめに 

スーダン共和国（以下スーダン）における日本の援助再開後、最初の技術協力として、「水供

給人材育成計画プロジェクト」（以下フェーズ 1）が 2008年 6月に開始された。フェーズ１は 2011

年 3月まで実施され、国営水公社(以下 PWC：現 DWSU)研修センター（以下 PWCT：現 DWST）の研修

実施能力が 3年間で大幅に強化された。しかしながら、連邦政府の下での研修体制が改善された

反面、国内 15州（2015年 4月現在、18州に増加）における水供給分野の人材育成は旧態依然の

状況であった。そのため、スーダン国政府は各州水公社(以下 SWC)の人材育成を強化するために、

「水供給人材育成プロジェクトフェーズ 2」（以下フェーズ 2）を日本政府に要請し、本プロジェ

クトは 2011年 11月から 2015 年 9月まで実施されることになった。 

スーダンは独立前の 1955年より、南北の間で内戦が繰り返されて来た。その後、内戦から 50

年が過ぎた 2005年 1月に「南北包括和平合意（CPA）」、2006年 5月に「ダルフール和平合意（DPA）」、

2006 年 10月には「東部スーダン和平合意（ESPA）」が締結された。そして 2011年 7月 9日に南

スーダン共和国がアフリカ 54番目の独立国として誕生した。南スーダンの独立後においても、

スーダンとの国境地帯での紛争は続いており、この地域における治安の安定化は今後も大きな課

題となっている。また、南スーダン独立により、スーダンの石油関連製品輸出は約 75％減少し，

国家歳入は約 120億 SDG（同 GDPの約 9％）縮小、対外収入は約 64億ドル（同 GDPの約 13％）縮

小し，外貨準備高は約 5億ドル縮小した。こうした厳しい財政状況を受け，スーダン政府は，SDG

の通貨切り下げ，増税，石油関連製品への補助金削減，国家歳出削減などの緊縮財政案を実施し

ているほか、海外直接投資促進，金及び農産物等の輸出促進による外貨収入の確保を目指してい

る（2015 年外務省データより）。 

一方で、アフリカ地域においては世界銀行と国際通貨基金（以下 IMFと略す）が主体となって、

1990年代より地方分権化が急激に展開されてきた。この流れはスーダンにも大きな影響を及ぼし、

スーダンでは 1992年に「地方分権化法」が成立し、多くの権限が中央政府から地方政府に委譲さ

れた。これは給水分野にも適用され、1994 年の大統領令により、全国組織としてのスーダン全国

水道公社（National Water Corporation以下 NWC）は解体された。それまで NWCが全国組織とし

て各州の給水事業に責任と権限を有していたが、地方分権化政策により各州政府に権限が委譲さ

れた。連邦政府直轄組織として NWC（2007年、PWC（現 DWSUの前身機関）へと改組）は残ったが、

これに伴い NWCの役割は給水政策の決定、大規模給水施設の建設、国際協力プロジェクトの援助

調整、SWCのモニタリング及び人材育成に限定されることになった。一方、各州にあった各支社

は州水公社（State Water Corporation：以下 SWCと略す）に改組され、州政府により運営される

こととなり、施設の維持管理に関する多くの権限が NWCから各州に委譲された。しかしながら、

地方分権化の歪みにより各州の水行政には多くの課題が残された。第一に、州政府への財源委譲

が不十分であったことがあげられる。また、全国水道公社時代には州をまたぐ人事異動が実施さ

れていたため各支社の技術レベルは平均化されていたが、地方分権化後は組織管理体制や職員の

技術レベルに偏りが認められるようになり、格差が広がってきた。地方分権化の後、水道料金収

入の潤沢なハルツーム州 SWCを除く多くの SWCでは予算、人材、機材の不足に直面している現状

にある。 
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フェーズ 2においては、白ナイル州とセンナール州がパイロット州に選定され、この 2州での

研修を通して州レベルにおける給水分野の人材育成を強化している。さらには、本プロジェクト

では同じ日本の技術協力プロジェクトである「カッサラ州基本行政能力サービス向上による復興

支援プロジェクト（以下カッサラプロジェクト）」と「ダルフール及び暫定統治三地域人材育成

プロジェクト（以下ダルフールプロジェクト」及び無償資金協力である「コスティ市給水施設改

善計画」との連携も積極的に実施されてきた。 

本プロジェクト業務完了報告書（以下 F/R）は 2011年 11月から 2015年 9月までの期間に実施

されたフェーズ 2の 4年間にわたる現地活動業務を取りまとめたものである。 

 

2 プロジェクトの目的 

フェーズ 2の上位目標は「スーダンにおいて給水施設が適切に維持管理されるようになる」と

Project Design Matrix (PDM)で設定されている。これは、現在スーダン各地に建設されている井

戸、浄水場、高架タンク、発電機、ポンプ及び配管網が独自予算と SWCの水道技術者によって維

持管理されることを意味する。フェーズ 2は、この上位目標を達成するために人材育成アプロー

チをとり、プロジェクト目標として「スーダンにおいて給水人材が適切に育成される」が設定さ

れた。フェーズ１（2008年-2011年）においては、主に連邦政府レベルにおける人材育成の体制

強化を実施してきた。一方で、フェーズ 2はフェーズ 1の活動を通して浮き彫りとなった課題等

に取り組むこととなった。DWSTの研修実施能力を強化しつつ、SWC での研修実施体制を確立させ、

かつそれに必要なスーダン側の能力強化を行うことで給水人材が適切に育成されることを目的と

している。そのためにフェーズ２では白ナイル州とセンナール州の 2州のパイロット州（以下、

PSWC）が選定され、研修実施体制の確立（成果２）とともに研修実施および給水施設のモニタリ

ング体制の確立（成果３）が掲げられた。また、DWSTがスーダン全体の中長期的な人材育成計画

を立案できるようになること（成果 1）及び各州 SWCが研修ユニットを設置し、それぞれの州に

必要とされる人材育成を実施すること（成果 4）もプロジェクトの成果となっている。 

 

3 活動の基本方針 

フェーズ 2プロジェクトの実施体制のイメージは図 3.1に示す通りである。ここで、JICA専門

家は連邦政府レベルにおいては DWSUと DWST をフェーズ 1と同様に支援する。具体的には機材調

達、研修実施体制の強化、新規研修センターの整備支援、モニタリングシステムの構築等である。

DWST の組織強化を通じて各州への支援を行う。これに対して、州レベルにおいてはセンナール州

と白ナイル州の 2州において DWSTで蓄積された研修ノウハウを活用し、研修実施体制の強化を実

施する。なお、研修対象については、各 SWCのエンジニアクラスを DWSTで継続研修し、その他の

テクニシャンクラスは SWCでの研修を前提とする。この他、モロッコから専門家をスーダンに招

聘するとともに、スーダン人研修生をモロッコに派遣し技術交換を行う。 

なお、4年間のプロジェクト専門家の派遣状況は表 3.1に示す通りである。また、派遣計画と

実績の比較は表 3.2に示した。更にフェーズ 1とフェーズ 2の関係を図 3.2に示した。 
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図 3.1 プロジェクトの実施体制イメージ 

 

表 3.1 日本人専門家の派遣実績 

 

 

 

連携プロジェクト
ダルフール人材育成プロジェクト

カッサラ州基本行政サービス向上による復興支援プロジェクトとの連携

モデル国 モロッコを目標国とした長期的な技術交換

プロジェクトの相関 研修ターゲット

パイロット州の研修強化 他州の研修強化と全国展開中央(DWST)の研修体制強化

エンジニア

クラス

テクニシャン、
オペレーター等

DWSU/DWST

JICA

SWC

DWSTでの研修

SWCでの研修

専門家派遣

専門家派遣

研修生派遣

機材

供与

機材

供与

モニタリング/
研修ユニット
の設置支援 英語、アラビア語での研修

アラビア語主体の研修

技術移転

モロッコでの
第三国研修

パイロット

SWCのみ

州レベル

中央レベル

No 専門家名 担当 号数 年次 派遣期間 日数 人/月
1 2011年11月-2012年7月 243 8.10
2 2012年10月-2013年5月 212 7.07
3 2013年10月-2014年5月 237 7.90
4 2015年 8月-2015年  9月 30 1.00
1 2012年 4月-2012年  7月 81 2.70
2 2012年10月-2012年12月 61 2.03
3 2013年10月-2013年12月 60 2.00
4 2014年10月-2015年  9月 174 5.80
1 2012年 3月-2012年  7月 122 4.07
2 2013年 1月-2013年  4月 92 3.07
3 2013年11月-2014年  2月 90 3.00
4 2015年 1月-2015年  3月 61 2.03
1 2012年 5月-2012年  6月 50 1.67
2 2013年 2月-2013年  5月 75 2.50
3 2013年10月-2014年  3月 90 3.00
4 2014年11月-2015年  1月 51 1.70
1 2011年11月-2012年  5月 182 6.07
2 2012年10月-2013年  2月 120 4.00
3 2013年11月-2014年  3月 110 3.67
4 2014年10月-2015年  4月 89 2.97
1 2011年11月-2012年  7月 182 6.07
2 2012年10月-2012年12月 61 2.03
3 2013年10月-2014年  2月 79 2.63
4 2015年 3月-2015年  4月 76 2.53
1 2011年11月-2012年  3月 121 4.03
2 2012年10月-2012年12月 61 2.03
3 2014年 4月-2014年  5月 43 1.43
4 2014年12月-2015年  1月 41 1.37
1 2012年 4月-2012年  5月 61 2.03
2 2013年 3月-2013年  5月 45 1.50
3 2014年 4月-2014年  5月 51 1.70
4 2015年 1月-2015年  2月 30 1.00
1 派遣計画なし 0 0.00
2 派遣計画なし 0 0.00
3 2014年 3月-2014年  4月 82 2.73
4 2014年10月-2015年  9月 60 2.00
1 派遣計画なし 0 0.00
2 派遣計画なし 0 0.00
3 派遣計画なし 0 0.00
4 2014年12月-2015年  1月 32 1.07

6 9

1 上村　三郎
総括/研修管理

/給水計画
1

82 3 410 11 12 1

2 小野寺　純
副総括/組織管理

水道料金管理
3

75

3 大鹿　祐介 井戸管理 2

4 山本　誠
給水施設管理

(浄水場/管網管理）
3

水質管理 3

5 木村  亮一
電気機械/機材管理

コスティ特別研修
5

8 佐々木　新
コミュニティー

啓発
5

6 佐藤　匡史 データ管理
/モニタリング

4

7 松尾　俊作

9 門上　綾 衛生管理 3

10 山田　浩由
研修施設管理
/給水計画２

2
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表 3.2 日本人専門家の派遣計画と実績 

 

 

 

図 3.2 フェーズ 1 とフェーズ 2 との関係 

 

 

 

  

計画
実績

計画 8.10 7.07 6.73 8.10 30.00
実績 8.10 7.07 7.90 1.00 24.07

計画 2.70 2.03 1.37 2.40 8.50
実績 2.70 2.03 2.00 5.87 12.60

計画 4.07 3.07 4.00 2.00 13.14
実績 4.07 3.07 3.00 2.03 12.17

計画 1.67 1.03 2.03 1.70 6.43
実績 1.67 2.50 3.00 1.70 8.87

計画 6.07 4.00 2.03 2.03 14.13
実績 6.07 4.00 3.67 2.97 16.71

計画 6.07 2.03 1.70 2.03 11.83
実績 6.07 2.03 2.63 2.53 13.26

計画 4.03 1.00 1.70 1.70 8.43
実績 4.03 2.03 1.43 1.37 8.86

計画 2.03 1.03 1.33 1.00 5.39
実績 2.03 1.50 1.70 1.00 6.23

計画 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
実績 0.00 0.00 2.73 1.97 4.70

計画 0.00 0.00 0.00 2.03 2.03
実績 0.00 0.00 0.00 1.07 1.07

計画 34.74 21.26 20.89 22.99 99.88
実績 34.74 24.23 28.06 21.51 108.5

担当 氏名 所属先 格付 4年次

総括/研修管理
/給水計画1

上村　三郎 ㈱地球システム科学 1

3
副総括/組織管理
/水道料金管理

小野寺　純 ㈱地球システム科学

㈱地球システム科学 5

データ管理
/モニタリング

佐藤　匡史 ㈱地球システム科学 4

㈱地球システム科学 2

コミュニティー啓発 佐々木　新 ㈱地球システム科学 5

10

3

衛生管理 門上　綾 ㈱地球システム科学

水質管理 松尾　俊作 ㈱地球システム科学

井戸管理 大鹿　祐介 ㈱地球システム科学

給水施設
(浄水場/管網管理）

山本　誠 日本テクノ㈱

研修施設管理
/給水計画2

山田　浩由

7

8

9

合計2年次 3年次No.

1

2

3

1年次

3

2

3

電気/機械/機材管理
コスティ特別研修

木村 亮一

3年次より派遣

合計

備考

4年次は１MMのみ

4年次より派遣

4

5

6

連邦政府

(PWCT)

北部州
ナイル州

紅海州

ゲジラ州

ゲダレフ
州

北コルド
ファン州

カッサラ
州セン

ナール

州
南スーダン

白ナイル

州

青ナイル
州

南コルド
ファン州

南ダル
フール州

西ダル
フール州

北ダル
フール州

ハルツー
ム州

連邦政府

(DWST)

北部州

ナイル州

紅海州

カッサラ州

ゲジラ州

ゲダレフ州

北コルドファ

ン州

センナール
州

白ナイル
州青ナイル

州

南コルド
ファン州

西コルド
ファン州

東ダルフー
ル州

中央ダル
フール州

南ダルフー
ル州

西ダル
フール州

北ダルフー
ル州

ハルツーム
州

JICAプロジェクト

(KTOP/カッサラ無償)

フェーズ2 

パイロット2州/コスティ無償
JICA プロジェクト (SMAP1)

旧暫定統治地域

JICA プロジェクト

(SMAP1 - SMAP2)

JICA プロジェクト

(SMAP1)

JICA 

プロジェクト

(SMAP1)

フェーズ１
フェーズ2
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4 対象機関の概要 

4-1. 中央の研修体制 

4-1-1. 研修組織 

スーダンの中央における水分野の研修実施機関は DWSTであり、組織の名称は PWCTから変更に

なったものの研修組織はフェーズ 1と同様である。この組織にはセンター長をはじめとし、フェー

ズ 1からのスタッフが 8名在籍している。DWSTの組織はセンター長の下に副センター長（空席）、

研修管理部と総務部に分かれている。フェーズ 1の途中まで研修管理部のスタッフは担当分野の

み実施していたが、この方法は非効率であることから全員が一体で全ての研修を実施する方向に

変えている。フェーズ 1の 3年間で DWSTは日本人専門家より徹底的に研修システムを技術移転さ

れたことから、フェーズ 2では全て DWSTのスタッフで研修を実施している。 

フェーズ 2ではキロテン地区に新たな研修センターが完成することになっていた。しかしなが

ら、このセンターはフェーズ 2の活動期中に完成しなかった。その原因は、研修センターの建設

資金はイランの資金から確保されていたものの、DWSU の実施体制が不十分であったことによる。

そのため、様々な手続きが遅れ、研修センター長が計画していた新たな DWSTの研修システムと管

理体制は未実施となっている。 

 

図 4.1.1 DWST の研修実施体制 

 

 

 

 

Mm. Iatidal E Malik

Mr.Bashary
Ibrahim

Mr. Safe
Aldowla Ali

Mr.Naji Khidir
Ms.Hanan
M.Mahmoud

Mr. Kamal
Hassan Ahmed

Mr. Atif  Al
Shafi Hassan

上村　三郎

Mr.Egbal
B.Alamir

Mr.Bashary
Ibrahim

Mr.Abdela
Majed

Mr. Omer
Elsunni

Mr. Mohamed
Yahia

Ms.Rawaa
Mohamed Mahdi

Ms. Salma A.
Wahid

Ms.Saf ia Ali
Babekir

研修センター長

副研修センター長

研修管理部総務部

宿泊施設管理課KTC 管理課

研修コース管理課

総務課 経理課

JICA 専門家

車両管理課
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4-1-2. 研修予算 

図 4.1.2に示す通り DWSTの研修予算は 2008年より毎年増額している。この事実は極めて重要

であり、2013年 10月にナイロビで開催された IWA(International Water Assosciation)のセミナー

でもスーダン側の取り組みは称賛された。しかしながら、実際の支出に関しては専門家の再三の

要請にもかかわらず、DWSTからはその詳細の提出はなかった。これは DWSTの研修予算が上部機

関である DWSUの一部局として管理されていることによる。また、DWSU の予算は特定の管理職し

かその内容を知らされておらず、日本の官庁のような明確な会計システムになっていないことも

原因と考えられる。 

 

図 4.1.2 DWST の研修予算 

 

 

4-2. パイロット州の研修体制 

4-2-1. 研修組織 

フェーズ 2 では白ナイル州とセンナール州がパイロット州として選定され、総括を除く専門家

はこの 2 州で活動してきた。また、パイロット州の研修は日本人専門家の担当分野に対応してお

り、13コースが実施されてきた。 

パイロット州の研修組織は DWSTがモデルとなっている。具体的には研修センター長の下に副セ

ンター長（空席）を置き、その下に研修管理部と総務部が設置されている。ただし、DWSTと異な

るのはセンターの日常的な清掃業務を担当するスタッフが配置されていることである。また、研

修管理部のスタッフは全員が SWC の業務を兼務しており、研修のみに特化した専属のスタッフは

いない。 
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図 4.2.1.1 センナール州水公社の研修実施体制 

 

 

 

図 4.2.1.2 白ナイル州水公社の研修実施体制 

DG of Sennar SWC

Mr. EL Medani Elkhadir

091-779-5757

研修センター長

JICA専門家
Mr. Abbas Hamid

副研修センター長

総務部 研修管理部

経理課 総務課 鍵管理者 PC管理者 秘書 秘書 清掃 清掃

Mr. Muahil Ms. Ayoult Mr.Ibrahim Eisa
Ms. Eman Alnoor Fadl-

Almoula
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井戸管理 管網管理 浄水場管理 組織管理 機械管理 電気管理 機材管理
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Mr. Alsadig.M.Tahameed Mr. Mohammed Yahia M.

Mr. Mohammed A.
Saliman

Mm. Rania Babeker
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Mr. Artif Mr. Awad A.
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Mr. Ali Abdallah Ms. Intesar .M.Zain
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データ管理
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経理課総務課
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4-2-2. 研修予算 

本プロジェクトでは、研修に係る活動費用については全て各 SWC により支出されている。安定

的な予算の確保は、プロジェクト終了後も PSWCが継続的に研修を実施して行くためには不可欠で

あり、カウンターパート機関による研修費用負担はフェーズ 1から引き継がれる本プロジェクト

の基本方針である。 第 1年次はプロジェクト専門家が研修活動費の積算方法を繰り返し指導する

ことで予算確保を支援したが、第 2年次以降は各 PSWCによって積算から予算申請、承認に至るま

での一連の活動が実施された。その結果、研修予算は年々増加し円滑な研修実施が可能となった。 

また、本プロジェクトが進捗するなかで、活動成果と人材育成育成の重要性が州政府にも認知

されるようになったことも安定的な予算の確保に繋がったといえる。 

図 4.2.2 には 2012年から 2015年までの PSWCの研修予算を示す。 

表 4.2.2  PSWC 年間予算比較（2012-2015） 

 

 

 

図 4.2.2 パイロット 2州の研修予算の推移 

 

 

 

 

年

費目 白ナイル センナール 白ナイル センナール 白ナイル センナール 白ナイル センナール

研修スタッフ給与 69,500 40,400 81,700 108,480 155,900 88,800 198,150 112,050

交通費 5,310 10,290 5,600 2,360 96,200 26,100 96,200 96,750

福利厚生費 56,000 19,350 16,625 25,680 60,700 128,600 104,220 73,700

文房具、消耗品費 4,935 24,000 8,980 9,870 12,716 8,190 13,499 13,499

施設・機材メンテナンス費 20,400 104,010 48,600 36,000 32,000 24,000 32,000 32,000

通信費 6,700 14,000 21,576 23,000 29,000 12,000 36,800 10,000

電気、水道、燃料費 16,914 27,300 9,000 26,772 13,920 10,560 15,360 9,720

ワークショップ、セミナー、会議費 3,600 90,000 5,860 17,100 108,400 10,900 112,400 54,400

調査費 4,800 57,000 17,400 32,400 28,200 31,800 33,000 27,000

他 12,000 290,500 2,400 12,000 7,200 59,040 9,000 30,000

合計 200,159 676,850 217,741 293,662 544,236 399,990 650,629 459,119

2012年 2013年 2014年 2015年
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5 PDM の活動及び成果 

5-1. PDM の全体概要 

本プロジェクトにおける上位目標は「スーダンにおける給水施設が適切に維持管理される」で

あり、また、プロジェクト目標は「スーダンにおける給水人材が適切に育成される」である。こ

れに対する成果は４つあり、表 5.1.1に各成果と指標の結果の概要を示した。また、表 5.1.2に

は各成果に対する活動の内容を示した。 

表 5.1.1 PDM の指標とその結果 

 

 

 

 

 

成果 結果 記載章

上位目標

指標1 スーダンにおける研修生の数が2000人以上となる。

フェーズ2のみで、5851名が研修を受け
た。内訳はDWSTが1469人、パイロット
州が1147人、その他の州が3235人と
なっている。

5-2-2
5-5-1

指標2
各パイロット州で年間に修繕されるウォーターヤードの
数が20件以上となる。

白ナイル州では年間48ヶ所、センナー
ル州では32ヶ所で給水施設の改修が実
施されている。

5-3-4

1-1 中長期人材育成計画が2013年3月までに策定される。

DWSTは2015年2月に水資源電力省に本計
画を提出し、その後国家人材育成省に
も提出し、2015年8月13日に承認を受け
た。

5-2-1

1-2
DWSTの研修計画立案と実施における貢献度が全体の
100％となる。

DWSTはフェーズ2の開始当初から日本人
専門家に依存せずに研修を実施してお
り、貢献度は100％となっている。

5-2-2

1-3 DWSTにおいて年間20コース以上の研修が実施される。
DWSTは2012年以降、20コース以上の研
修を実施している。

5-2-3

2-1
PSWCの研修実施コーディネーターの研修立案と実施にお
ける貢献度が80％以上になる。

白ナイル州、センナール州ともに2013
年以降の貢献度は80％を超えている。 5-3-1

2-2 SWCの研修計画に基づいた研修の実施
パイロット州のみならず、他州におい
ても研修計画に基づいて研修が実施さ
れている。

5-5

3-1 2015年3月までにモニタリングマニュアルが作成される。
2015年3月11日に開催されたJCCにおい
てモニタリングマニュアルが関係機関
に配布された。

5-4

3-2 モニタリング活動が計画通りに実施される。

DWSUとPSWCにはモニタリングユニット
が設置された。また、PSWCにおいて
は、白ナイル州のTandartiで114ヶ所、
センナール州のSingaで116ヶ所のモニ
タリングが実施された。

5-4-5

4-1 2015年3月までに人材育成マニュアルが作成される。
2015年3月11日に開催されたJCCで人材
育成マニュアルが関係機関に配布され
た。

5-4-4

4-2
PSWCの活動成果が共有され、合同セミナーが6回実施され
る。

2015年9月までに7回のジョイントセミ
ナーが開催された。

5-4-5

成果4

スーダンにおける給水施設が適切に維持管理される。

PDMの指標

プロジェクト目標：
スーダンの給水人材
が適切に育成され

る。

成果1

成果2

成果3
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表 5.1.2 PDM の活動内容と結果 

 

 

5-2. 成果 1：DWST の研修実施能力強化 

成果 1は、中央政府の研修センターに関する支援であり、中長期人材育成計画の策定が最終的

な成果である。本プロジェクトでは持続的な支援体制を構築するため、プロジェクト総括が、長

期間滞在する方式が採用された。2015年現在、DWST では年間 37 の研修コースを実施しており、

研修毎にフィードバックを行い、新しい研修コースを毎年立ち上げるなど、すでに DWSTは自律的

な研修運営を行っている。成果 1の活動は 8項目あるものの、1-7は未実施となっている。これ

は DWSTの新規研修センターがプロジェクト期間中に建設されなかったことがその原因である。成

果 1は「DWST が中長期人材育成計画に基づいて研修コースが実施される」である。これに対する

対する成果は下記の通りである。 

 

5-2-1. 中長期人材育成計画の策定 

フェーズ 2では DWSTが水分野の中長期人材育成計画を策定し、国家の承認を受けることになっ

ていた。そのため、DWSTは SWC他の関係者を招集し計画の内容を検討してきた。DWSTが最終的に

決定した計画内容は表 5.2.1に示す通りである。この表には中期計画を 2012年から 2018年の 7

年間とし、コンピュータ他 5項目の能力強化を図ることにしている。これに対して長期人材育成

計画は 2012年から 2026年の 15年間とし、7分野に渡る管理能力の向上を目標としている。 

一方で、本計画の国家承認は終了時評価時に 2015 年 6 月を目標に終了することになっていた。

しかしながら、この計画が国家人材育成省の承認を受けたのは 2015年 8月 13日であった。 

No. PDMの活動 結果 備考

成果1
1-1 DWSTが中長期人材育成計画（案）を策定する。 完了

1-2 DWSTがSWCの研修ニーズを把握し、優先順位を付ける。 完了

1-3 DWSTが中長期人材育成計画（案）に則り優先順位を反映した研修実施計画を策定する。 完了

1-4 DWSTが研修実施計画に沿って、研修を実施する。 完了

1-5 DWSTが研修の評価を行う。　 完了

1-6 DWSTが評価結果を基に既存の研修コースカリキュラム、テキスト、マニュアルの改訂を行う。  完了

1-7 DWSTが研修センターの拡大に応じて研修キャパシティを強化する。 未実施 センターの建設が未着工
1-8 DWSTが中長期人材育成計画を策定し、国家の承認を得るよう働きかける。 完了

成果2

2-1 DWSTは以下のSWCの取り組みへの支援を通じ指導力を強化する。　 完了

2-2 PSWCが研修ユニットを設置する。 完了

2-3 PSWCは、州事業実施計画（案）を策定する。 完了 既存政策を適用
2-4 PSWCが研修ニーズを把握し、優先順位を付ける。 完了

2-5 PSWCが優先順位を踏まえた研修実施計画を策定する。 完了

2-6 PSWCの研修ユニットが研修コースカリキュラム（実地研修を含む）とテキストを開発する。 完了

2-7 PSWCの研修ユニットが研修を実施する。 完了

2-8 PSWCの研修ユニットが研修の評価を行う。 完了

2-9 PSWCの研修ユニットが研修評価結果をもとに、研修コースカリキュラムとテキストの改訂を行う。 完了

2-10 PSWCは、州事業実施計画（案）のモニタリングを踏まえ、SWC研修実施計画に反映する。 完了

成果3

3-1 DWSU、PSWCにおいて、モニタリングユニットを設置する。 完了

3-2 PSWCが行うモニタリングのマニュアル（案）をDWSUが作成する。 完了

3-3 PSWCが給水施設維持状況のベースライン調査を実施する。 完了

3-4
PSWCはモニタリングマニュアル（案）に基づき、研修実施、州での事例、給水施設維持管理モニタリングを定期的
に実施する。

完了

3-5 DWSUとDWSTはモニタリング結果を分析し、SWCに研修実施実績と他州での事例等の分析結果を共有する。 完了

3-6 DWSUはモニタリングデータを情報センターで管理する。 未完了

3-7 DWSUはモニタリング結果をもとにモニタリングマニュアルの最終版を作成する。 完了

成果4

4-1 DWSTはアウトプット1 、2、3をふまえてSWCで活用される人材育成マニュアルを作成する。 完了

4-2 パイロット州以外のSWCは研修ユニットを設置する。 未完了

4-3
DWSTはPSWCの活動成果を他州のSWCと共有するためのワークショップを開催し、人材育成マニュアルとモニタリン
グマニュアルを配布する。

完了

4-4 パイトロット州以外の各州水公社はSWC研修実施計画を策定する。 完了

DWSTが中長期人材育成計画に基づいて研修コースが実施される。

パイロット州水公社とDWSTの連携によりパイロット州における研修実施体制が構築される。

パイロット州の研修実施と給水施設の維持管理に関するモニタリングシステムがDWSUとパイロット州水公社が構築される。

DWSTとの連携により研修コース実施体制が各州水公社に構築される。
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表 5.2.1 中長期人材育成計画の概要 

 

 

5-2-2. 研修計画と貢献度 

（1）研修計画 

DWST はフェーズ 1の 3年間に日本人専門家から研修システムの技術移転を受けており、フェー

ズ 2では全ての研修関連業務を実施してきた。これらの研修は予め表 5.2.2.1に示すような研修

計画に基づいて実施される。また、計画に含まれていない研修が要請された場合において DWSTは

柔軟に対応してきた。これは国際機関からの研修要請などによるものである。 

表 5.2.2.1 DWST の研修計画 

 

 

  

UNOPS 

アフリカ開発銀行
2 0 3 3 3 3

1

2

1

313 3 2 2 4 3

2

2

1

1

3

1

合計

3

3

4

3

2

13 衛生管理

14 統合水資源管理

10 管網管理

11 PCM

12 社会統計学

7 組織管理

8 プロジェクトの設計と管理

9 評価とモニタリング

4 井戸管理

5 データ管理

6 機材調達

1 給水施設

2 浄水場維持管理

3 水質

No. コース名
2014年

1月 2月 12月6月 7月3月 4月 5月 9月 10月 11月8月
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（2）研修生の推移 

DWST の研修は 2009年から本格的に開始され、2015 年における受講した研修生の累計は 2101名

となっている（表 5.2.2.2参照）。この表から DWSTの研修コースと研修生が毎年確実の増加して

いることがうかがえる。この傾向は DWSTの研修予算の増額と一致するものであり、研修予算が確

実に支出されていることを示唆している。 

これらの研修は専門家の支援を受けず、DWSTの研修スタッフが全て実施していることから、PDM

の指標である研修貢献度は 100％となっている。 

表 5.2.2.2 DWST における年度ごとの研修生 

 

 

 

フェーズ

No 研修コース名 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

1 浄水場維持管理 41 17 15 29 0 29 45 176

2 給水施設 64 18 31 29 52 16 16 226

3 データ管理/GIS 46 27 16 26 31 0 13 159

4 井戸管理 19 37 17 16 0 44 17 150

5 組織管理 12 25 0 0 13 16 15 81

6 水質管理 33 32 29 39 26 45 204

7 管網管理 35 30 26 54 48 30 223

8 給水施設管理 39 0 0 0 0 0 39

9 井戸管理(上級） 0 9 0 0 0 9

10 井戸カメラ 0 8 0 0 0 8

11 積算 と機材管理 0 0 9 0 0 9

12 アイソトープ水文学 8 0 0 0 0 8

13 機材調達と在庫管理 13 19 10 10 0 52

14 井戸設計 16 16 49 0 32 113

15 水利学と表流水 25 0 0 0 0 25

16 PCM 16 15 0 0 0 31

17 電気探査 26 0 0 13 39

18 プレゼンテーションスキル 15 0 0 0 15

19 TOT 13 0 0 13 26

20 報告書作成 11 11 0 0 22

21 モニタリングと評価 18 0 26 44

22 井戸改修とその経済効果 12 0 0 12

23 技術経済 14 15 0 29

24 ソーラーシステム 24 0 0 24

25 地下水処理とクロマトグラフィー技術 25 27 0 52

26 PLCの基礎 17 0 0 17

27 コンピューター基礎（エクセル） 12 0 13 25

28 衛生管理 15 34 13 62

29 管理能力とプロジェクト計画 26 0 26

30 統合水資源管理とその平和構築 25 0 25

31 統計社会学 11 12 23

32 ウォーターヤードの技術管理 18 0 18

33 表流水と地下水のアトラスワークショップ 73 73

34 地方給水の開発 14 14

35 入札と契約 13 13

36 人材育成 13 13

37 年金と保険 16 16

182 231 219 287 405 345 432合計

フェーズ合計

フェーズ1 フェーズ2
合計

632 1,469
2,101
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図 5.2.2.1 研修生の推移 

 

5-2-3. 研修コース 

DWST に開設された研修コースに着目すると、毎年確実に増加しており、多様な研修ニーズに対

応して多くの研修コースが開設されていることが伺われる。また、PDMの指標には年間 20コース

の実施が明記されているが、これは 2012年に達成している（図 5.2.3.1参照）。 

研修コースは技術系のみならず、管理職向けのマネジメントコース（組織管理、在庫管理、モ

ニタリングと評価等）や中長期人材育成計画に明記されているコース（コンピュータ、プレゼン

テーションスキル、報告書作成等）も実施されており、全体的なバランスに配慮されている。 

表 5.2.3.1 DWST に開設された研修コース 

 

NO 技術系研修コース名 ソフト系の研修コース名

1 浄水場維持管理 データ管理/GIS
2 給水施設 組織管理
3 井戸管理 積算 と機材管理
4 水質管理 機材調達と在庫管理

5 管網管理 PCM
6 給水施設管理 プレゼンテーションスキル

7 井戸管理(上級） TOT
8 井戸カメラ 報告書作成
9 アイソトープ水文学 モニタリングと評価

10 井戸設計 井戸改修とその経済効果

11 水利学と表流水 技術経済
12 電気探査 コンピューター基礎（エクセル）
13 ソーラーシステム 衛生管理
14 地下水処理とクロマトグラフィー技術 管理能力とプロジェクト計画
15 PLCの基礎 統合水資源管理とその平和構築
16 統計社会学
17 ウォーターヤードの技術管理
18 表流水と地下水のアトラスワークショップ
19 地方給水の開発
20 入札と契約
21 人材育成
22 年金と保険

15 22
合計

27
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図 5.2.3.1 DWST に開設された研修コースの推移 

 

図 5.2.3.2 DWST の研修施設の改善と研修の様子 

 

5-3. 成果 2：パイロット州 SWC の研修実施能力強化 

成果１が中央政府レベルを対象とした人材育成体制の構築であるのに対し、成果 2は州レベル

での人材育成体制の構築を目指している。 

本プロジェクトでは州レベルで研修実施体制のモデルを構築するため、白ナイル州とセンナー

ル州がパイロット州として選ばれた。両州はハルツームから南方 200～300Kmに位置し、お互いに

隣接した州である。 

地方州における人材育成は、幹部人材育成を標榜する DWSTでの人材育成とは異なり、より現場
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37

項目 実施前（2008年） 実施後（2015年）

施設

スタッフ 5人 18人
予算(累計） 0 13,129,824　SDG
研修コース 0 38コース
研修生 0 2,101人
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に密接した能力の向上が求められる。そこで本プロジェクトでは、多様なニーズにきめ細かく対

応するためソフト・ハード分野で 8人の専門家を配置した。成果 2に関しては 2-3の州事業実施

計画の策定には多大な労力と時間を要すること及び既に 2011年に州水政策が策定されているこ

とから、これを代用することになった。 

 

5-3-1．研修結果 

PSWCにおける1年次から4年次までの研修結果は表5.3.1.1及び表5.3.1.2に示す通りである。

これらの研修は基本的に JICA専門家の派遣期間と一致しており、センナール州で 35コース、白

ナイル州で 39コースが実施された。また、参加した研修生の合計はセンナール州で 352人、白ナ

イル州で 572 人となっている。ただし、この表には専門家不在中に実施された研修は含まれてい

ない。 

一方で、PSWCの研修においてはフェーズ 1と同様研修生の評価を実施した。研修生の評価項目

は研修コース、講師及び研修環境の 3項目となっている。これらの項目は研修開始時から高くなっ

ている。また、カウンターパートの貢献度も PDMの目標である 80％を超えている。 

表 5.3.1.1 センナール州の研修結果一覧 

 

コース 講師 環境 貢献度

1 WM-001 井戸管理 6/3-6/7 5 10 3 92.1 92.5 - 65.0 大鹿 1
2 OM-001 組織管理 6/10-6/15 6 9 4 97.0 95.5 80.1 59.0 小野寺 1
3 DM-001 データ管理 11/18-11/22 5 10 2 94.8 93.9 88.8 71.8 佐藤 2
4 WQM-002 水質管理 11/25-11/30 6 5 3 94.8 89.8 91.8 67.0 松尾 2
5 EQM-001 機材管理 12/2-12/6 5 10 1 96.4 95.8 80.0 61.0 木村 2
6 OM-002 組織管理 12/2-12/6 5 7 4 98.4 98.0 93.0 74.0 小野寺 2
7 MM-001 機械管理 1/13-1/17 5 11 2 96.3 93.4 84.0 78.0 木村 2
8 EM-001 電気管理 1/20-1/24 5 7 2 82.2 92.2 76.5 86.0 木村 2
9 WM-002 井戸管理 2/17-3/7 19 9 3 82.6 86.4 93.3 64.1 大鹿 2

10 PN-001 管網管理 4/7-4/11 5 9 5 91.1 88.3 89.0 77.1 山本 2
11 WT-001 浄水場管理 4/21-4/25 5 12 4 94.7 93.7 92.6 81.1 山本 2
12 CM-001 コミュニティー 4/14-4/18 5 15 3 96.6 94.5 92.8 78.7 佐々木 2
13 DM-002 データ管理 10/27-11/7 10 9 1 93.5 98.0 90.8 87.8 佐藤 3
14 PN-002 管網管理 11/10-11/14 5 8 4 96.9 93.3 89.0 83.5 山本 3
15 WTM-001 水道料金管理 11/18-11/21 4 12 3 97.1 98.2 92.0 87.0 小野寺 3
16 OM-003 組織管理 12/1-12/5 5 10 3 98.3 96.7 92.9 76.9 小野寺 3
17 EQM-002 機材管理 12/15-12/19 5 10 1 96.4 95.8 80.0 81.4 木村 3
18 WM-003 井戸管理 12/8-12/29 18 8 3 96.8 94.7 94.6 91.1 大鹿 3
19 EM-002 電気管理 1/19-1/30 10 7 2 98.8 98.8 82.4 92.4 木村 3
20 WT-002 浄水場管理 2/16-2/27 10 8 4 95.0 92.3 91.0 87.1 山本 3
21 MM-002 機械管理 2/23-3/5 9 9 3 98.1 97.4 87.0 87.5 木村 3
22 WQM-002 水質管理 4/20-4/24 5 10 2 95.0 95.7 83.5 82.0 松尾 3
23 CM-002 コミュニティー 5/11-5/15 5 12 4 96.2 96.7 91.0 86.7 佐々木 3
24 MNT-001 モニタリング 11/2-11/6 5 15 1 - - - - 佐藤 4
25 SM-001 衛生管理 11/9 - 11/13 5 9 3 97.6 96.6 96.7 92.0 門上 4
26 MM-003 機械管理 11/9-11/20 10 9 2 98.1 87.0 97.7 97.3 木村 4
27 EQM-003 機材管理 11/23-11/27 5 7 2 99.1 98.9 98.3 81.4 木村 4
28 WQM-003 水質管理 12/14-12/25 10 9 4 93.9 95.2 92.6 94.0 松尾 4
29 PN-003 管網管理 12/14-12/18 5 5 4 100.0 97.9 89.0 94.0 山本 4
30 WT-003 浄水場管理 12/28-1/8 10 26 5 93.2 87.9 78.7 94.3 山本 4
31 MNT-002 モニタリング 1/25-1/28 4 22 1 - - - - 佐藤 4
32 CM-003 コミュニティー 2/1-2/4 4 11 2 98.2 98.4 88.9 94.7 佐々木 4
33 WM-004 井戸管理 2/10-3/3 16 8 3 96.8 94.7 92.4 95.9 大鹿 4
34 EM-004 電気管理 3/8-3/19 10 5 2 93.6 93.2 94.1 92.4 木村 4
35 SM-002 衛生管理 8/23-8/27 5 9 5 94.8 96.2 94.1 97.1 門上 4

251 352 100

7 10 3 95.3 94.5 89.3 83.0

合計

平均

コースID 講師
評価(%) JICA

専門家
年次No

研修
コース

期間
日
数

研
修
生
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図 5.3.1.1 センナール州の研修指標の変化 

 表 5.3.1.2 白ナイル州の研修結果一覧  

 

コース 講師 環境 貢献度

1 OM-001 組織管理 6/2-6/4 3 11 4 87.0 98.0 89.7 40.0 小野寺 1
2 WM-001 井戸管理 6/10-6/15 6 10 3 65.4 66.0 76.2 60.0 大鹿 1
3 WQM-001 水質管理 11/11-11/15 5 10 3 80.6 82.2 82.9 66.0 松尾 2
4 OM-002 組織管理 11/18-11/22 5 8 4 89.7 92.6 89.7 40.0 小野寺 2
5 EQM-001 機材管理 11/25-11/30 6 13 1 98.8 98.2 95.5 65.0 木村 2
6 DM-001 データ管理 12/2-12/6 5 10 2 96.2 95.9 92.9 61.7 佐藤 2
7 MM-001 機械管理 12/16-12/20 5 11 4 93.8 92.0 88.7 67.0 木村 2
8 EM-001 電気管理 12/23-12/27 5 7 1 89.1 91.7 92.2 73.2 木村 2
9 WM-002 井戸管理 1/13-1/31 19 12 2 76.4 52.0 60.1 63.0 大鹿 2

10 PN-001 管網管理 3/10-3/14 5 9 5 91.1 88.3 89.0 86.0 山本 2
11 WT-001 浄水場管理 3/24-3/28 5 14 4 93.9 92.4 90.6 82.6 山本 2
12 CM-001 コミュニティー 4/21-4/25 5 17 3 94.5 96.3 96.0 82.6 佐々木 2
13 PN-002 管網管理 10/27-10/31 5 8 5 90.1 87.2 89.8 87.4 山本 3
14 DM-002 データ管理 11/3-11/14 10 14 1 99.1 88.2 93.6 87.2 佐藤 3
15 WTM-001 水道料金管理 11/24-11/28 5 13 4 93.9 92.4 90.6 82.6 小野寺 3
16 OM-003 組織管理 12/8-12/12 5 19 6 97.4 94.1 92.9 87.9 小野寺 3
17 EQM-002 機材管理 12/1-12/5 5 13 1 92.5 95.1 89.2 86.1 木村 3
18 EM-002 電気管理 1/5-1/15 9 13 2 89.2 91.7 91.8 90.6 木村 3
19 WM-003 井戸管理 1/19-2/8 19 11 3 92.9 89.8 85.0 86.7 大鹿 3
20 MM-002 機械管理 2/9-2/19 9 11 2 93.2 92.6 90.9 86.1 木村 3
21 WT-002 浄水場管理 2/23-3/8 12 24 6 93.8 89.6 88.7 86.3 山本 3
22 WQM-002 水質管理 4/6-4/10 5 21 5 91.3 84.1 86.2 84.0 松尾 3
23 CM-002 コミュニティー 5/4-5/8 5 17 4 94.1 95.3 94.1 85.0 佐々木 3
24 MNT-001 モニタリング 10/26-10/30 5 24 1 - - - - 佐藤 4
25 SM-001 衛生管理 11/2 - 11/5 4 19 4 85.5 89.9 87.7 91.0 門上 4
26 MM-003 機械管理 11/9-11/13 5 14 2 93.2 96.3 92.4 95.7 木村 4
27 KS-001 コスティ特別 11/16-1/20 5 25 1 96.9 96.8 88.9 - 木村 4
28 WTM-002 水道料金管理 11/16-1/20 5 25 1 98.4 97.2 86.4 96.4 小野寺 4
29 PN-003 管網管理 12/7-12/11 5 14 4 90.4 90.0 89.7 94.0 山本 4
30 WQM-003 水質管理 12/13-12/24 10 26 3 89.9 91.2 84.6 94.0 松尾 4
31 WT-003 浄水場管理 12/21-12/31 11 9 3 93.5 93.8 94.1 92.3 山本 4
32 WM-004 井戸管理 1/18-2/2 16 12 1 97.1 95.3 94.6 93.3 大鹿 4
33 CM-003 コミュニティー 1/26-1/29 4 15 1 91.4 95.1 84.2 92.5 佐々木 4
34 MNT-003 モニタリング 2/1-2/4 4 20 1 - - - - 佐藤 4
35 OM-004 組織管理 2/8-2/12 2 25 1 98.4 97.2 86.4 96.4 小野寺 4
36 KS-002 コスティ特別 3/1-3/5 5 8 1 89.0 96.7 99.0 木村 4
37 EM-004 電気管理 3/8-3/12 5 9 2 96.6 97.7 90.8 93.8 木村 4
38 KS-003 コスティ特別 3/22-3/26 5 12 1 91.9 92.5 89.7 木村 4
39 SM-002 衛生管理 8/16-8/20 5 19 5 92.3 95.1 85.3 95.0 門上 4

259 572 107

7 15 3 91.6 91.1 88.9 81.5

合計

平均

コースID
講
師

評価(%) JICA
専門家

年次No
研修

コース
期間

日
数

研
修
生



 

17 

 

図 5.3.1.2 白ナイル州の研修指標の変化 

 

図 5.3.1.3 パイロット州における研修貢献度の推移 

 

図 5.3.1.4 センナール州研修センターの変化 

項目 実施前（2011年） 実施後（2015年）

施設

スタッフ 0 30人
研修予算 0 1,831,121SDG
研修コース 0 47コース
研修生 0 551人
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図 5.3.1.5 白ナイル州研修センターの変化 

 

5-3-2．研修写真 

下記にパイロット州で実施された各種研修の写真を示す。 

（1）衛生管理研修 

   
研修（座学） フィールドワーク ワークショップ 

（2）機材管理研修 

   
センナール砂糖公社の見学 機材管理の問題点の討議 国営企業見学と問題点の考察 

 

 

 

項目 実施前（2011年） 実施後（2015年）

施設

スタッフ 0 32人
研修予算 0 1,612,765 SDG
研修コース 0 37コース
研修生 0 563人



 

19 

（3）管網管理研修 

   
管網管理開講式 管網管理研修：維持管理実技 管網管理研修の専門家プレゼン 

（4）浄水場管理研修 

   

浄水場急速ろ過池逆洗実演状況 カッサラ無償施設見学状況 シテダム建設現場見学状況 

（5）水質管理研修 

   

センナール研修：座学 センナール研修：集合写真 センナール研修：実習状況 

（6）井戸管理研修 

   
井戸点検 井戸カメラによる点検 予備揚水試験 

（7）コミュニティ啓発研修 

   

アブルクバ村での水源保護活動 アブルクバ村での水源保護活動 アブルクバ村での水源保護活動 
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グアジアット村での協議 グアジアット村水源保護活動 研修総括 

（8）料金管理研修 

   
課題分析ワークショップ 水道原価計算 問題系統図作成 

 

5-3-3．コスティ特別研修 

白ナイル州では日本の無償資金協力プロジェクトとして「コスティ市給水施設改善計画」の実

施が予定されている。この計画は新規浄水場の建設が主体だが、ソフトコンポーネントとして施

設の運営・維持管理の技術指導も含まれている。既存のコスティ浄水場は、本プロジェクトのパ

イロットサイトである白ナイル SWC研修センターと隣接しており、既存浄水場職員への技術移転

を行いやすい環境である。したがって本プロジェクトでは、無償資金協力プロジェクトとの連携

を目的とするコスティ特別研修を 4年次に実施した。 

（1）研修概要 

研修では機械、電気、機材管理の 3分野を各 5日間の日程で行い、現状の維持管理における問

題点の抽出と改善方法を提案した。本研修の中で得られた情報と教訓は今後の研修に活用する体

制を作る事を目標とする。 

（2）研修の実施 

研修では初めに、本研修の実施背景「コスティ特別研修の意義と目的」についての説明を行っ

た。無償資金協力の実施によって浄水場施設は改善されるものの、維持管理が適正に行われなけ

ればその施設寿命が短くなる。また、研修は基本的にはワークショップ形式で実施した。これは

職員自身の考えを反映しつつ、具体的な問題の原因や解決策を職員自身が認識する事が重要であ

ることによる。 

（3）研修の内容 

1）機械分野 

職員が維持管理の重要性を理解することは機械の保全に重要である。そのため、コスティ浄水

場で使用されている機材の種類、機材導入の背景を関係者に検討させた。また、現在直面してい
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る様々な問題の原因考察を研修に含めた。 

2）電気分野 

基本的には重大な故障が発生する前に修理を行う「予防整備」を行う事を目標とし、それらに

関わる知識や測定の実習など行った。また、点検業務を日常業務として行うため、点検の実施項

目、実施時期を決めるための点検表を作成した。 

3）機材管理分野 

既存の浄水場施設では機械分野、電気分野と同様に消耗品やスペアパーツの不足が問題として

多く取り上げられた。そして、研修生はその原因を予算不足としている。しかしながら、現状で

は具体的な不足金額や必要量などの定量的な把握ができていない。そのため、スペアパーツの調

達計画から実施する重要性が明らかになった。本研修では各部署の部署長クラスを中心に研修生

を選定し、予算編成と積算実習を行った。 

   
沈澱池の確認 絶縁抵抗の測定 消耗品リストの作成 

 

5-3-4．ウォーターヤードの修繕 

プロジェクト目標における指標 2によれば、PWSCにおけるウォーターヤードの修繕が年間 20

件以上となっている。フェーズ 2が開始されるまで PSWCには機材が不足しており、軽微な維持管

理しか実施できていなかった。しかしながら、フェーズ 2で井戸改修用機材や車両が調達された

ことから、PSWCにおけるウォーターヤードの修繕が大幅に改善された（図 5.3.4参照）。 

 

図 5.3.4 パイロット州におけるウォーターヤードの改修数 
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5-4. 成果 3：パイロット州モニタリング体制の構築 

成果 3は研修実施体制と給水施設維持管理状況のモニタリング体制を DWSU及びパイロット州間

で構築することである。 

成果 3の目標は地方で実施される人材育成と中央で実施される人材育成と有機的に結び付け、

研修結果を共有し、互いにフィードバックすることによって国及び州レベルの人材育成の効果を

高めることである。また、給水施設の維持管理体制をモニタリングすることにより育成された人

材が有効活用される仕組みづくりを促すことも目標となっている。 

育成された人材が現場で活用されて初めてスーダンの給水施設が適切に維持管理される。その

ため、研修による人材育成と並行して、ベースライン調査とモニタリングを通じて現状の給水施

設運営維持管理の課題を明確化し、施設の改修計画やマネジメントの改善につなげることも成果

3の狙いである。成果 3に関しては DWSUによるモニタリングの実施が未完成となっている。この

原因は DWSUにモニタリングの部署が設置されたものの、十分機能していないことによる。特にパ

イロット州での給水施設のモニタリングはウォーターヤードについては確実に実施されたものの、

それ以外の施設のモニタリングが実施されていない現状にある。 

5-4-1．研修および給水施設モニタリングに係る活動 

(1) モニタリング体制の構築に向けた課題の分析及び目的 

本プロジェクトでは、まず給水施設および研修のモニタリング体制を構築するために、１）現

状の把握、2)課題の抽出と分析、3)モニタリングの目的、をとりまとめた。詳細を以下に示す。 

表 5.4.1.1 給水施設のモニタリング体制の構築に向けた課題整理 

区分 連邦政府レベル（DWSU） 州および給水現場レベル (SWCs) 

1) 現状把握 

モニタリング体

制が存在しない

ことによる水道

事業への影響 

 国際機関等の援助機関より供与された機材が

各 SWCへ配布される際に、州のニーズとギャッ

プがある。供与機材が消費されず大量に放置さ

れている等の問題が指摘されいる。 

 援助機関及び投資機関に対するプロジェクト

設計および要請が的確に提言できない。 

 国家レベルの給水事業計画の進捗が確認でき

ない。 

＜SWC＞ 

 国際機関等の援助機関より供与された機材が各給

水現場へ配布される際に、現場からのニーズと

ギャップがある。このため、使用されない供与機材

が放置されている。 

 各給水施設の維持管理コスト（消耗品、スペアパー

ツ、燃料、電気料金等）が管理されていないため、

事業運営に適した水道料金を州政府に提案するこ

とができない。 

 地域別の給水量が定量的に把握されていないため、

州給水事業計画策定時に事業優先地域を特定でき

ない。 

＜現場レベル＞ 

 スペアパーツ供給の遅滞。 

 過剰揚水による地下水位の低下。 

 非衛生的環境による水因性疾病の発生。 

 不安定な電圧によるポンプやコントロールパネル

の損傷。 

 消耗品の交換時期が遅れによるジェネレーター損

傷。 
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 オペレーターや作業員の技術・知識不足・誤操作に

よる付帯施設の損傷。 

 稼働時間が短いことによる、飲料水の供給不足。 

2) 課題の抽出

と分析 

モニタリング実

施体制構築への

主な課題 

 

 モニタリングすべき内容が整理されていない。 

 モニタリングに対する予算が未計上である。 

 データが一元管理されていない（WESにより一

部給水施設がデータ管理されているのみ）。 

 連邦政府機関と地方州の繋がりが脆弱である。 

 地方州に対して実施すべき役割が明確にされ

ていない。 

 モニタリングすべき内容が整理されていない。 

 モニタリング予算が確保されていない。 

 給水施設データが各地域に散逸している。 

 給水施設の関するデータが建設時より更新されて

いない。 

 モニタリングの目的が明確に認識されていない。ほ

とんどの給水施設で観測井(孔)がなく水位計測が

困難である。 

3) モニタリン

グの主要目的 

 国家水衛生計画の進捗確認及び次期計画の作

成。 

 開発パートナーの給水事業を促進する 

 開発パートナー等から供与された機材を各州

に効率的に配布する。 

 州水・衛生計画の進捗確認及び次期計画の作成。 

 給水施設 O&M計画及び修繕計画の作成。 

 連邦政府及び開発パートナーからの供与された機

材をローカリティ支部所（セクター事務所）へ効率

的に配布する。 

 

表 5.4.1.2 研修のモニタリング体制の構築に向けた課題整理 

区分 連邦政府レベル（DWST） 州レベル (SWC 研修センター) 

1) 現状把握 

モニタリグ体制が

無いことによる影

響 

 各州の研修ニーズの十分に把握されていないた

め、的確な研修計画が策定できない。 

 研修生のデータが一元的に管理されていないた

め、研修生の重複が認められる。 

 国際機関等の開発パートナーとの情報共有体制

が無いため、研修内容の重複が認められる。 

 各ローカリティ支部所（セクター事務所）の研修

ニーズが明確に把握されていないため、的確な州

研修計画が策定できない。 

 研修生のデータが一元的に管理されていないた

め、研修生の重複が認められる。 

 研修生のデータが一元的に管理されていないた

め、研修効果が把握できない。 

2) 課題の抽出と

分析 

モニタリング実施

体制構築への主な

課題 

 

 モニタリングすべき項目が整理されていない。 

 関連機関間の情報共有がシステム化されていな

い。（SWC⇔DWST⇔開発パートナー等） 

 連邦政府機関と地方州の繋がりが脆弱である。 

 連邦政府（DWST）による地方州（SWCs）に対する

役割が明確にされていない。 

 モニタリングすべき実施項目が整理されていな

い。 

 モニタリングの目的が明確に認識されていない。 

 連邦政府と州間のデータ共有体制が未構築であ

る。 

 

3) モニタリング

の主要目的 

モニタリングデー

タの有効活用 

 州の研修ニーズに即した研修計画の作成 

 人材育成計画の作成及びその改定 

 人材育成マニュアルの作成およびその改定 

 DWST、SWC 及び他関連機関との研修調整体制の構

築（ドナー調整） 

 研修の費用対効果の改善 

 SWC 職員の研修ニーズに即した州研修計画の作成 

 研修の評価（研修効果の測定） 

 研修の費用対効果の改善 

 研修予算の確保 

 

(2）モニタリング活動に関連する成果品一覧 

本プロジェクトでは、これまでに 1年次から 4年次の活動を通してモニタリングに係るマニュ

アルやデータベース等を作成した。以下にその一覧を示す。 
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表 5.4.1.3 モニタリグ活動に関連する成果品一覧 

成果品 

数量 

作成 備考 
給水

施設 
研修 

モニタリングマニュアル* 1 1 
DWSU/DWST/PSW

C 

モニタリングワークショップ(第1～第3回)で原案を修正し、DWSU/DWSTとの協

議の下で最終化した。 

州 モ ニ タ リ ン グ 計 画

（PSWC） 
2 2 

DWSU/DWST/PSW

C 

モニタリングワークショップ(第1～第3回)で作成・修正。（白ナイル州;1 セ

ンナール州;1） 

モニタリングフォーマッ

ト 
3 6 

DWSU/DWST/PSW

C 

モニタリングワークショップ(第1～第3回)で原案を修正。 

給水施設；（ウォーターヤード、浄水場、水質） 

研修；（研修ニーズ、研修予算、研修、研修コース、研修スケジュール、研

修生等）浄水場と水質以外は、いずれもPSWCにより実施・記入・共有済み。 

オペレーター用の 

日報フォーマット 

（ウォーターヤード） 

1 - 
DWSU/DWST/PSW

C 

第3回モニタリングワークショップで現場のオペレーターと相談して作成。 

SWCによる日報記載法の指導を実施した。 

モニタリング現地調査票 6 - 
DWSU/DWST/PSW

C 

モニタリングワークショップ第2回、第3回にて作成。（白ナイル州;3 センナー

ル州;3） 

（第1回目のモニタリング調査票、2年目以降の年次調査票、月毎実施調査票） 

ウォーターヤード修繕計

画 

（アクションプラン） 

2 - PSWC 

第3回モニタリングワークショップでモデル地区のモニタリング結果とその

分析を踏まえて、ウォーターヤードの修繕計画を作成。既にセンナールでは

進捗がある。 

研修データベース - 2 
PSWC/プロジェ

クト 

パイロット州で研修用データベースを整備。各研修実施後にデータ管担当者

により更新されている。 

SWC職員データベース - 2 
PSWC/プロジェ

クト 
研修対象者選定のためPSWCの職員データベースを開発。 

*PDM記載の成果品。     

 

5-4-2. DWSU と PSWC におけるモニタリングユニットの設置 

DWSU では 2014 年 12月にモニタリング担当部署として「モニタリング・評価部」が正式に承認

された。2015年 9月現在、5名の職員が同部署に配属されている。 

一方 PSWCでは、2014年 12月に白ナイル州とセンナール州においてモニタリング部署の設置が

承認され、それぞれに担当職員が配属された。以下に DWSUおよび PSWCのモニタリング実施機関

とその実施業務を示す。 

 

図 5.4.2 DWSU の組織図とモニタリグ・評価部 
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Board of Directors
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Center 
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Directorate of Projects 
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Engineering Section
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Follow up Section

Directorate of Projects 
Planning

Planning 
Section

Design
Section

Monitoring and 
Evaluation Dep.

Directorate of Promotion & 
System Up-grading
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Economy Section

Human Resources 
Section

System Promotion 
Section

Directorate of Finance  
Administration

Services 
Section

Supply
Section

Supply
Section
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Directorate of 
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Management

*New building is 
under construction.
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表 5.4.2.1 給水施設モニタリング部署と実施業務 

実施機関 
モニタリング 

部署 
設置年月 職員数 主な実施業務 

DWSU 
モニタリング

評価部 
2014 年 12月 5 名 

 各 SWCに対するモニタリング手法の指導 

 モニタリング分析結果の各 SWCに対するフィードバック 

 モニタリング活動の普及と促進 

 モニタリングジョイントセミナーの開催（2回/年） 

白ナイル

SWC 

モニタリン

グ・評価ユニッ

ト/SWC ローカ

リティ支部所 

2014 年 12月 

9 名+各

ローカリ

ティ支部

所責任者 

モニタリングユニット（SWC本部） 

 州モニタリング計画書の作成 

 SWC ローカリティ支部所からのモニタリングデータ取集 

 モニタリングデータの入力・管理・分析 

 SWC ローカリティ支部所へのモニタリング結果のフィード

バック 

 SWC ローカリティ支部所に対するモニタリング手法の指導 

 関係者間（SWC 職員、DWSU、NGO、国際機関等）との情報共有 

 DWSUモニタリング・評価部との定期的情報共有（毎年 2月及

び 8 月） 

SWC ローカリティ支部所 

 モニタリング実施予算の確保 

 モニタリング現地調査の実施 

 オペレーターからの給水施設（ウォーターヤード）日報の収

集（月 1 回）とその管理 

 SWC モニタリングユニットとの情報共有 

センナー

ル SWC 

モニタリング

フォローアッ

プ・評価ユニッ

ト/SWC ローカ

リティ支部所 

2014 年 12月 

10 名＋各

ローカリ

ティ支部

所責任者 

表 5.4.2.2 研修のモニタリング実施機関と実施業務 

実施機関 
モニタリング 

担当機関 
主要担当者 主な実施業務 

DWSU DWST 3 名 

＜国レベルの研修データ管理＞ 

 共通モニタリングフォーマットの作成と更新 

 各 SWCより共有されたモニタリングデータの分析・とりまとめ 

 分析したモニタリングデータの各 SWCへのフィードバック 

＜関連機関との情報共有（主に好事例紹介）＞ 

 研修ジョイントセミナーの開催（2 回/年） 

 各 SWCに対するモニタリング手法の指導 

＜研修計画の作成＞ 

 各 SWCの研修ニーズに適応した研修計画の作成 

白ナイル

SWC 

SWC 

研修センター 

5 名 

 研修データの管理 

 DWSTとの定期的な研修データ共有（4半期毎：2月、5月、8 月、11 月） 

 各 SWCローカリティ支部所からの研修ニーズ収集 

 研修データの分析 

 各 SWC内におけるモニタリング（研修）ワークショップの開催 

 他の SWC 職員との研修データの共有 

 関連機関との情報共有 

センナー

ル SWC 
4 名 

 

5-4-3．モニタリング活動の実施 

（1）モニタリングワークショップ開催 

本プロジェクトでは、１）モニタリグ体制の構築、２）モニタリング計画の作成、モニタリグ

結果の分析、を主な目的として合計 3回のモニタリングワークショップを開催した。研修および
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ウォーターヤードを対象とした給水施設のモニタリング活動は、これらワークショップで作成さ

れた計画に沿って 2014年 11月より実施された。2015年 8月現在、研修のモニタリングは計画通

り実施されており、モニタリングされたデータは PSWC研修センターと DWST間で共有化が進めら

れている。一方、ウォーターヤードを主体するの給水施設のモニタリングついては、ワークショッ

プで選定されたモデル地区をはじめとし、パイロット州全域でのモニタリグ活動が展開中である。 

以下に PSWCおけるモニタリング活動経過を示す。 

表 5.4.3 PSWC のモニタリング実施 

年月 活動 研修モニタリング 給水施設モニタリング 

    

～2014 年 10 月 モニタリングマニュアルの作成（案） 

（第 1 回モニタリングワークショップ） 

  

 
 

  

2014 年 10 月 

～ 11 月 
PSWC モニタリング計画の作成 

(第 2 回 PSWC モニタリングワークショップ) 

• モニタリングマニュアル案を基にモニタリング計

画を作成 

• モニタリグ体制構築 

• モニタリングマニュアル案を基にモニタリング

計画を作成 

• モニタリング体制の構築 

 
 

  

2014 年 11 月～

2015 年 1 月 
計画に沿ったモニタリングの実施 

• 研修ニーズ、予算、実施体制、研研修コー

ス内容、スケジュール、研修生情報、海外研

修等のモニタリングを実施 

<ウォーターヤード（モデル地区）> 

白ナイル州；115 箇所（Tandalti） 

センナール州；116 箇所(Sinja) 

（2015 年 1 月完了） 

 

 

2015 年 1 月 DWSU/DWST とのデータ共有   

 
 

  

2015 年 1 月～ 

2 月 
PSWC モニタリング計画の修正 

(第 3 回 PSWC モニタリングワークショップ) 

• 実施を通して得た教訓を計画に反映 • 実施を通して得た教訓を計画に反映 

 

 

  

2015 年 3 月～ 

 
継続したモニタリングの実施 

 • 実施地域を州全域に拡張 

    

 

（2）モニタリング運営体制 

州全域に多数存在するウォーターヤードのモニタリングを SWC のモニタリングユニットのみで

実施することは困難である。効率的なモニタリング実施には、現地でウォーターヤードを操作す

るオペレーター、各ウォーターヤードを管轄する SWCローカリティ支部所、そして SWC本部のモ

ニタリングユニット間の連携が求められる。したがって、2015年 1月から 2月に実施した第 3回

PSWC モニタリングワークショップでは、これら組織の連携を含むモニタリング運営体制の枠組み

を作成した。これはオペレーター（現場）、SWCローカリティ（セクター事務所）、SWCモニタリ

ングユニットそして DWSUモニタリング・評価部それぞれのモニタリングに係る実際の作業を示す

ものとして、モニタリングマニュアルにも明記されている。 

また現地踏査を通して、PSWC 主体の下でオペレーター用のモニタリングシート（日報）を作成

し、オペレーターに対して記載方法を指導した。 
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図 5.4.3 ウォーターヤードのモニタリング運営体制 

 

 

5-4-4. モニタリングデータの共有化 

（1）研修モニタリング 

上述の通り、研修のモニタリングデータは 2014年 11月に活動が実施された後、2015年 2月迄

に 1回目の定期データ共有が実施され、2015年 3月までに PSWCと DWST間で共有化が進められた。

今後研修のモニタリングデータは四半期毎（2月/5月/8月/11月）に PSWCから DWSTに共有され

ることになる（表 5.4.4参照）。 

表 5.4.4 研修モニタリングデータの情報共有 

研修モニタリングデータ 実施機関 
データ共有  

(DWST⇔SWC 研修センター) 

1. 研修ニーズ DWST、SWC 研修センター 

4 半期毎 （2月/5 月/8月/11 月） 

<電子メールによるデータ共有> 

2. 研修予算 DWST、SWC 研修センター 

3. 研修実施体制 DWST、SWC 研修センター 

4. 研修コース内容 DWST、SWC 研修センター 

5. 研修スケジュール DWST、SWC 研修センター 

6. 研修生の情報 DWST 

7. 海外研修 DWST, SWC 研修センター 

 

区分

国家レベル

州レベル

ローカリティレベル

担当 オペレーター
SWC ローカリティ事務所職員

（水道料金徴収人/維持管理チーム）

SWC ローカリティ事務所職員

（モニタリングチーム）

モニタリング

の頻度

日毎

（日報）

月毎

（月報）

季節毎（雨期/乾期）

/年次（計画参照）

施設状況（発電機、コントロールハウ

ス、高架タンク、漏水等）
運営費用; 発電機燃料(Litter/Month)

地下水位（静水位/動水位）

（季節毎）

現場レベル

(ウォーターヤード）
水利用状況 運営費用; 電気料金 (SDG/Month) 水道料金

施設稼働時間 (AM/PM)
運営費用; 消耗品費 (フィルター類, ,オイル

類、ケーブル等） (SDG/Month)
水質分析

水質（色/臭/味） 家畜による水利用状況 詳細施設状況

給水衛生環境

実施機関

DWSU　モニタリング・評価部

各SWC モニタリングユニット

各SWC　ローカリティ事務所

主要モニタリン

グ項目

SWC ローカリティ事務所モニ

タリングチームによる年次およ

び季節毎のモニタリング実施

モニタリングデータ

（年一回；年次モニタリング終了後）

モニタリングデータの共有

（半期毎；2月/8月）

SWCローカリ事務所が月間に各ウォー

ターヤードの運営費用をモニタリングする。

日報と月報を提出日報（手書）を収集
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（2）ウォーターヤードのモニタリング 

2014 年 11 月から 2015年 1月まで実施された PSWCのモデル地区におけるウォーターヤードの

モニタリングデータは、統一されたフォーマットを使用して DWSUモニタリング・評価部と共有化

が進められている。今後は、モニタリグ活動を継続的に実施して更新されたモニタリングデータ

を定期的に両実施機関で共有する。 

 

5-4-5. モニタリング活動の普及と促進 

（1）DWSU の活動 

1）モニタリング研修の実施 

PSWC 以外の SWCに対してモニタリング活動を普及させるを目的として、モニタリング研修を

DWST で実施した。訓練対象は各 SWCモニタリング担当候補者である。主な研修内容は、計画作成

（実施メンバー、スケジュール、積算、工程表等の作成）、調査手法、データ入力・分析および、

モニタリングデータの有効活用方法である。この研修では、モニタリングマニュアルがレビュー

され、参加者から修正・追加項目が議論された。DWSU は研修生からのフィードバックをもとにさ

らに更新を進めてゆく。 

2）モニタリングジョイントセミナーの開催  

パイロット州等のモニタリングの試みを優良事例として紹介し、他州への実施促進を目的とし

たモニタリング合同セミナーを開催する。これは、従来プロジェクト主体で実施されたジョイン

トセミナーを継承したものであり、研修体制構築の促進と同時に研修モニタリングと給水施設モ

ニタリングも普及させる試みである。 

 

図 5.4.5.1 ジョイントセミナーによるモニタリングの普及と促進 

 

（2）PSWC の活動 

モニタリング研修の実施（白ナイル州;2015年 4月/センナール州;2015年 3月～4月）PSWCは

モデル地区の活動で得た知見を他の地区（ローカリティ）と共有するための研修を実施した。対

象は各セクター事務所のモニタリング担当者とし、調査手法、データの管理・分析方法、モニタ

リング結果の有効活用方法を主な研修内容であった。 

DWSU

モニタリング評価部

/DWST

SWC

研修センター/

モニタリングユニット

ジョイントセミナー

(４月, 11月)

フィードバック

モニタリングデータの共有

モニタリングデータのと

りまとめ・分析

フィードバック

- モニタリングの普及と促進-

• PSWC等のモニタリングへの
取り組みを紹介

• モニタリングマニュアルの改訂

• モニタリング手法の検討

SWC

研修センター/

モニタリングユニット

SWC

研修センター/

モニタリングユニット

SWC

研修センター/

モニタリングユニット
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WY全体のモニタリング ポンプのモニタリング 

  

センナール州 

 

 

白ナイル州 

図 5.4.5.2 パイロット州におけるモニタリングの結果 

 

5-4-6. モニタリングデータの活用 

（1）研修モニタリング 

PSWC は、管理・モニタリグした研修データを分析・レビューし、州研修計画書（2016-2018）

を作成した。この研修計画書は両州の水・衛生戦略 5ヶ年計画(2011-2016)に基づき、1）州給水

人材育成への取り組み、2）研修の目的、3）手法、4）研修対象とする SWC職員、5）スケジュー

ル、6）研修予算の積算、7）研修体制、8)必要とされる施設・資機材、をとりまとめたもので、

本プロジェクト終了後 3年間の州給水人材育成の指針となるものである。 

一方 DWSTでは、DWSTの研修データと PSWCの研修データを分析・レビューし人材育成マニュア

ルと中・長期人材育成計画を作成した。なお、研修モニタリグのサイクルとモニタリング結果の

活用法を以下の図に示す。 

良好 

32% 

一部

不良 

26% 

完全不

良 

15% 

停止中 

27% 

良好 

49% 

一部

不良 

2% 

完全不

良 

20% 

ポンプ

無 

29% 
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図 5.4.6 研修モニタリングサイクルと活用 

 

（2）ウォーターヤードのモニタリング  

モニタリング活動から得られた各ウォーターヤードのデータは、州の給水状況を改善するため

に活用されなければならない。このためにはモニタリングデータを分析し、その結果に基づいた

実施計画書作成することが重要であり、主に給水施設の修繕計画、運営・維持管理計画、資機材

の調達計画、新規施設の建設計画等の作成が求められる。 

したがって、本プロジェクトでは第 3回モニタリングワークショップを通じて、モデル地区の

ウォーターヤードの修繕計画（アクションプラン）を作成した。以下にその内容を示す。 

表 5.4.6 PSWC ウォーターヤード修繕計画の内容 

項目 内容 

モニタリングデータ

の分析 

 発電機、水中ポンプ、フェンス、コントロールパネル、高架タンク等の施設の状況及び水質 

実施期間  2015 年 2月から 2016 年 2月 

対象ウォーターヤー

ドの選定理由 

 安全な飲料水の供給のニーズが高い地域に位置するウォーターヤード 

 低予算の修繕費用で受益者が多いウォーターヤード 

対象施設数  白ナイル州;10箇所（Tandalti ローカリティ） 

 センナール州；14 箇所（Sinjaローカリティ） 

修繕内容と予算  対象ウォーターヤードに必要な修繕内容および必要経費 

実施スケジュール  作業量に応じて各ウォーターヤードの修繕日程を計画 

 

5-4-7. モニタリングマニュアルの作成 

モニタリグマニュアルは、研修とウォーターヤードのモニタリグ結果を基に 2015年 3月に最終

化され、本プロジェクトの第 9回 JCC(2015年 3月 11日開催)で配布された。以下にモニタリング

マニュアルの最終化に至るまでの過程を示す。 

なお 2015年 3月に最終化され配布したモニタリングマニュアルは第１版であるため、各実施機

関のモニタリング活動の実施を通して得た教訓を踏まえて、適宜改定される予定である。 

DWST SWC (PSWC)

*1; Republic of Sudan Water, Sanitation and Hygiene Sector National Strategic Plan (2011 – 2016)

*2; State Water, Sanitation and Hygiene Sector Strategic Plan (2011-2016)

中長期人材育成計画の作成・修正人材育成マニュアルの改定

 研修データの共有

• ジョイントセミナー（4月、11月）

• イーメイルによるデータ共有

モニタリグおよび評価結果を反映

- 計画 -

• 研修計画の作成・修正

- 実施 -

• 各SWCの所属する技術者に

対する研修実施

- モニタリング-

• 研修データの蓄積と管理

- 評価 -

• 研修の評価

• 研修受講生に対する評価

- レビュー/修正 -

• 国家水・衛生戦略計画*1

• 研修ニーズ

モニタリング

サイクル

- 計画 -

• 研修計画の作成・修正

- 実施 -

• 各SWCの所属する技術者に

対する研修実施

- モニタリング-

• 研修データの蓄積と管理

- 評価 -

• 研修の評価

• 研修受講生に対する評価

- レビュー/修正 -

• 州水・衛生戦略計画*1

• 研修ニーズ

モニタリング

サイクル
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図 5.4.7 モニタリングマニュアルの最終化 

 

5-4-8. モニタリング活動の写真 

モニタリング体制構築のためのワークショップ（センナール州） 

   
ウォーターヤード調査 ウォーターヤード調査 ウォーターヤード調査 

モニタリングワークショップ（センナール州） 

   
モニタリングワークショップ 現場研修 現場研修 

 

 

 

第2回モニタリングワークショップ

第3回モニタリングワークショップ
2015年1月～

2015年2月

2015年2月

2015年3月

日付 活動 (研修およびウォーターヤード共通)

2014年1月～

2014年10月

2014年11月

2014年11月～

2015年1月

モニタリングマニュアル原案

の作成

モニタリングフォーマット案の

作成

PSWCモニタリング計画の

作成

PSWCでの

モニタリングの実施

PSWCモニタリング計画の

修正

モニタリングマニュアル案の

修正

モニタリングマニュアル案の

作成

モニタリングマニュアル

（最終版）

関係者間での協議

第9回JCCにおける配布

反映

反映

PSWCでの

モニタリングの実施
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モニタリングワークショップ（白ナイル州） 

   

モニタリング実務研修現場 モニタリング実務研修現場 モニタリングデータ整理 

モニタリング研修（DWST） 

   

キロテン研修センターでの実習 GPS 操作 水位測定 

 

5-5. 成果 4：州レベルでの研修実施体制の構築 

2011 年時点で人材育成により積極的な姿勢を示していた 6 州を選んで研修用機材を供与した。

パイロット州には特に井戸改修に必要なクレーントラックなども供与した。研修用資機材の供与

は研修センターの整備を促進する大きな効果をもたらした。パイロット州のひとつであるセン

ナール州においても供与したパソコンをきっかけとしてカウンターパートの予算による公社内の

LAN整備とパソコンの追加購入および各部署へのプリンターの導入が進んでいた。また、その他

の州においても日本が調達した研修用機材がその後の研修センターの建設の呼び水となった。 

成果 4に関してはスーダン全州を対象とすれば未完了である。しかしながら、パイロット州以

外の各州は積極的に研修ユニットを設置しており、これに伴い研修計画も策定している。スーダ

ンには紛争地帯が存在しており、全ての州に研修ユニットが設置されるにはある程度の期間が必

要である。 

 

5-5-1．研修生の増加 

表 5.5.1 にはスーダンの水分野における研修生の推移を示している。フェーズ 1が開始された

当時、確実に研修を実施していたのはハルツーム州であり、その数は 38名である。この人数は殆

どが海外研修である。また、フェーズ 1の期間中に各州が研修を実施しているが、これは DWSTで

研修を受けた幹部職員が同僚や部下に人材育成の重要性を啓発するものであった。つまり、フェー

ズ 1での研修生の合計 1225名は、そのほとんどが DWSTで研修を受けたものである。 

これに対して、フェーズ 2開始後はパイロット 2州とエル・ゲジーラ州での研修が本格化した

ことから、2013年には 1296名が研修を受けている。また、2015年のデータは計画分を含んでは
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いるものの、2225名が研修を受けることになっている。フェーズ 1とフェーズ 2の研修生を合計

すると 7038名になっている。 

一方で、州別の研修生を比較するとエル・ゲジーラ州の 1301人が他州を圧倒している。これは

パイロット 2州のほぼ合計に相当する。スーダンにおける州レベルでの研修は毎年改善傾向にな

るものの、100 人以下の州が 5州存在している。この内、ハルツーム州は DWSTとの連携で研修を

実施できるために問題ないものの、ゲダレフ州、西コルドファン州、中央ダルフール州及び東ダ

ルフール州に対しては DWSTの更なる支援が必要である。 

表 5.5.1 フェーズ１とフェーズ 2の州別研修生の変化 

 

 

図 5.5.1 フェーズ１とフェーズ 2の州別研修生の変化 

フェーズ

組織 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0 DWST 0 182 231 219 287 405 345 432 2,101

1 北部州 0 0 20 20 20 104 237 401

2 ナイル州 0 20 20 20 16 96 53 40 265

3 ハルツーム州 38 0 0 0 0 0 0 0 38

4 エル　ゲジーラ州 0 0 30 30 31 286 302 622 1,301

5 ゲダレフ州 0 0 10 20 30 0 0 0 60

6 カッサラ州 0 0 25 24 20 13 14 155 251

7 紅海州 0 0 20 20 0 0 20 80 140

8 センナール州 0 0 11 16 92 174 155 130 578

9 白ナイル州 0 0 20 26 82 133 222 86 569

10 北コルドファン州 0 0 18 26 21 30 160 207 462

11 青ナイル州 0 0 22 7 35 10 0 96 170

12 南コルドファン州 0 0 30 35 37 40 11 0 153

13 西コルドファン州 0 0 0 0 0 0 17 0 17

14 北ダルフール州 0 0 0 30 30 35 13 140 248

15 西ダルフール州 0 0 0 35 44 20 20 0 119

16 南ダルフール州 0 0 0 20 25 34 45 0 124

17 中央ダルフール州 0 0 0 0 0 0 44 0 44

18 東ダルフール州 0 0 0 0 0 0 35 0 35

38 202 437 548 770 1,296 1,560 2,225

No.

合計

合計
1 2

7,038
1,225 5,851
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5-5-2．各州の研修状況 

スーダンの水分野における人材育成はフェーズ 1が開始された 2008年 6月より本格化した。そ

れまでは、ハルツーム州が潤沢な研修予算を確保していたことから海外での研修を主体に実施し

ていたが、それ以外の機関は殆ど研修を実施していなかった。 

表 5.5.2 には 2008年と 2015 年 9月時点におけるスーダン 18 州及び DWSTの研修状況を示して

いる。この表からも明らかな様に、2008 年までに研修センターを有していたのは DWSTとゲダレ

フ州のみであった。ただし、この時点では体系的な研修はまだ実施されていなかった。これに対

して、2015年 9月時点においては 12の機関が研修センターを完成させた他、2機関が準備中であ

る。また、センナール州は現在の研修センターに多くの不具合が発生していることから、ワーク

ショップの建物を改修し、より効率的な研修センターを建設することになった。この工事は 2年

間で実施され、既に州公共事業大臣の承認を受けている。 

一方、研修に関しては DWSTの他に 10州で実施されている。2008年において殆ど研修が実施さ

れていなかったことを考慮すれば、10州で研修が実施されていることは評価すべきであろう。 

表 5.5.2 各州研修センターの比較 

 

5-5-3．加速する研修センターの整備 

フェーズ 2が開始された 2011年 11月時点で州水公社の研修センターが新たに建設されたのは

白ナイル州のみであった。これに対して、同じパイロット州のセンナール州は 2012年 4月に完成

した。そして、パイロット州以外ではエル・ゲジーラ州が 2012年 12月に既存の倉庫を改修し、

研修センターを設置した。 

一方で、北部州とナイル州及び北コルドファン州は設計の段階から専門家と DWSTスタッフの支

援を受けながら、研修センターの準備を進めてきた。その結果、北部州は 2013 年 2 月に、また、

0 DWST 完成 1 完成 1 実施 1 実施中 1

1 北部州 無 0 完成 1 未実施 0 実施中 1

2 ナイル州 無 0 完成 1 未実施 0 実施中 1

3 ハルツーム州 無 0 無 0 未実施 0 未実施 0 DWSTを利用

4 エル・ゲジーラ州 無 0 完成 1 未実施 0 実施中 1

5 ゲダレフ州 一部完成 0.5 完成 1 未実施 0 未実施 0 研修計画あり

6 カッサラ州 無 0 完成 1 未実施 0 実施中 1

7 紅海州 無 0 整備中 0.5 未実施 0 実施中 1

8 センナール州 無 0 完成 1 未実施 0 実施中 1 施設拡張中

9 白ナイル州 無 0 完成 1 未実施 0 実施中 1

10 北コルドファン州 無 0 完成 1 未実施 0 実施中 1

11 青ナイル州 無 0 整備中 0.5 未実施 0 実施中 1 専門家渡航禁止地域

12 南コルドファン州 無 0 無 0 未実施 0 未実施 0 専門家渡航禁止地域

13 西コルドファン州 無 0 無 0 未実施 0 未実施 0 専門家渡航禁止地域

14 北ダルフール州 無 0 完成 1 未実施 0 実施中 1 専門家渡航禁止地域

15 西ダルフール州 無 0 完成 1 未実施 0 未実施 0 専門家渡航禁止地域

16 南ダルフール州 無 0 完成 1 未実施 0 未実施 0 専門家渡航禁止地域

17 中央ダルフール州 無 0 無 0 未実施 0 未実施 0 専門家渡航禁止地域

18 東ダルフール州 無 0 無 0 未実施 0 未実施 0 専門家渡航禁止地域

* 1 :100% 0.5 :50% 0 :0%

備考
2011年

研修センター

2015年9月

研修実施状況

1.0 11.0

No. 州名

合計 1.5 13.0

2011年 2015年9月
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ナイル州は 2014年 2月、そして北コルドファン州は 2014年 4月に研修センターを完成させた。

これらの研修センターの共通事項は既存の建物を改修し、建設費用を抑えたことである。また、

州水公社の総裁が州財務省から予算を獲得する等積極的にセンターの建設を推進してきた。 

図 5.5.3.1から図 5.5.3.4 には研修センター及び研修関連項目の前後比較を示した。これらの

研修センターは、専門家と DWSTスタッフの定期的な巡回指導を受けながら、州レベルでの研修を

開始した。このような動きは、下記の 6州以外にも、紅海州、カッサラ州、ゲダレフ州、青ナイ

ル州及び北コルドファン州で活発となっている。 

 
図 5.5.3.1 エル・ゲジーラ州研修センターの変化 

 

図 5.5.3.2 北コルドファン州研修センターの変化 

項目 実施前（2011年） 実施後（2015年）

施設

スタッフ 0 10人
研修予算 0 717,240　SDG
研修コース 0 68コース
研修生 0 1,301人

項目 実施前（2011年） 実施後（2015年）

施設

スタッフ 0 15人
研修予算 0 621,212 SDG
研修コース 0 39コース
研修生 0 462人
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図 5.5.3.3 北部州研修センターの変化 

 

図 5.5.3.4 ナイル州研修センターの変化 

5-5-4．マニュアルの整備他 

フェーズ 2では様々なマニュアルや計画の整備が求められており、DWSTと PSWC は専門家と連

携し表 5.5.4 に示す成果品を完成させた。これらのマニュアルの内、中長期人材育成計画、モニ

タリングマニュアル及び人材育成マニュアルは英文で作成し、その他は英文とアラビア語で対応

した。 

なお、下記マニュアル他のボリュームは非常に大きいことから、本報告書ではこれらの資料を

CDRに収録した。また、図 5.5.4には人材育成マニュアルと人材育成マニュアルの一部を抜粋い

して示した。 

  

項目 実施前（2011年） 実施後（2015年）

施設

スタッフ 0 17人
研修予算 0 858,040　SDG
研修コース 0 14コース
研修生 0 401人

項目 実施前（2011年） 実施後（2015年）

施設

スタッフ 0 15人
研修予算 0 306,062 SDG
研修コース 0 9コース
研修生 0 265人
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表 5.5.4 フェーズ 2 で整備された各種マニュアル他 

 

  
 

 
表紙 研修実施フロー 研修準備 評価分析 

図 5.5.4 DWST で整備された各種マニュアルのサンプル 

 

5-5-5．ジョイントセミナーの開催 

ジョイントセミナーはフェーズ 2から開始された。このセミナーの目的はパイロット州の研修

活動とその成果を他州に公表するためである。ジョイントセミナーはフェーズ 2の期間に 7回開

催されており、内容は表 5.5.5に示す通りである。 

図 5.5.5.1 にはジョイントセミナーに参加した SWCをはじめとする機関数を示している。この

図からも明らかな様に、各機関からの参加者は毎回増加している。第 1回の参加は 4機関であっ

たが、第 7回には 15機関が参加した。このようにジョイントセミナーにまた、州別の参加回数を

図 5.5.5．2 に示した。専門家と DWSTを除けばパイロット州のセンナール州が毎回参加している。

これに対してゲダレフ州、ハルツーム州及びダルフール 5州からの参加者は少なくなっている。 

一方で、ジョイントセミナーでは研修センターの建設方法や施設の維持管理等において、優良

事例が関係者に共有された。このような情報の共有化は地方分権化後のスーダンでは皆無であっ

たことから、フェーズ 2の大きな成果と言える。 

 

 

 

1．DWSU作成・中長期人材育成計画 英文

2．DWSU作成・研修コースカリキュラム、テキスト、マニュアルの改訂版 英文、アラビア語

3．SWCの研修実施計画 英文、アラビア語

4．SWCの研修コースカリキュラム、テキスト 英文、アラビア語

5．DWSU作成・モニタリングマニュアル 英文

6．DWSU作成・人材育成マニュアル 英文
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表 5.5.5 ジョイントセミナーの内容 

 

 

図 5.5.5.1 ジョイントセミナー参加機関の推移 

 

図 5.5.5.2 州別のジョイントセミナー参加の推移 

 

回数 開催日 場所 トピック 参加者

1 2012.04.18
センナール州水公社
研修センター

①専門家によるパイロット州研修センターの活動意
義の説明

41名（センナール州、白ナイル州、JICA専門家）

2 2012.11.10
ゲジラ州水公社
研修センター

①ゲジラ州研修センター説明、視察
22名（DWST、白ナイル州、センナール州、北部州、
ゲジラ州、JICA専門家）

3 2013.02.11
白ナイル州水公社
研修センター

①研修センターの整備、研修実施にかかる情報交
換、中央と地方の役割分担、中央に対する要望

30名（DWST、ゲジラ州、紅海州、センナール州、北
コルドファン州、白ナイル州、JICA専門家）

4 2013.11.17
白ナイル州水公社
研修センター

①白ナイル州研修センターの良好な維持管理体制
②エル・ゲジーラ州に最優秀研修センター賞授与
③DWST の研修センター長、白ナイル州、センナー
ル州、カッサラ州及びエル・ゲジーラ州の各研修セ
ンター長による研修エンターの特徴、研修、課題の
発表

50名（DWST、エル・ゲジーラ州、カッサラ州、セン
ナール州、青ナイル州、北コルドファン州、南コル
ドファン州、西ダルフール州及びハワタプロジェク
ト、JICA専門家）

5 2014.04.28
北コルドファン州水
公社
研修センター

①2年の歳月をかけてモデルとなる研修センターを
建設した北コルドファン州研修センター施設や、機
材、備品を視察
②北コルドファン州研修センターへベスト研修セン
ター賞授与
③北コルドファン州、北部州、ナイル州、北ダル
フール州及びセンナール州の5 州、それぞれの水問
題と研修センターの活動の報告

70名（DWST、北部州、ナイル州、紅海州、エル・ゲ
ジーラ州、センナール州、北コルドファン州、南コ
ルドファン州、北ダルフール州及びハワタプロジェ
クト、JICA専門家）

6 2014.11.27
北部州水公社
研修センター

①北部州に建設された研修センター訪問、施設と研
修内容発表
②ゲダレフ州、南ダルフール州、センナール州、北
コルドファン州の成果発表、各州の研修実施計画

40名（北部州、リバーナイル州、白ナイル州、セン
ナール州、ゲダレフ州、紅海州、北コルドファン
州、ゲジーラ州、ハワタ事業体、西ダルフール州、
南ダルフール州）

7 2015.09.02
飲料水・衛生局
研修センター

①各州に建設された研修センターの成果発表
②今後の展開

50名（DWST、北部州、ナイル州、ハルツーム州、紅
海州、エル・ゲジーラ州、カッサラ州、センナール
州、北コルドファン州、青ナイル州、南コルドファ
ン州、西コルドファン州、中央ダルフール州、東ダ
ルフール州、JICA専門家他）
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北部州で開催された第 6 回ジョイントセミナーの様子 参加者全員の集合写真 

 

 

6 その他の活動成果 

6-1. 機材調達 

フェーズ 2では 1年次から 3年次にかけ研修用機材が調達された。これらの機材は中央の DWST、

パイロット 2州及びその他 6州の研修センター向けに調達されたものである。また、機材は全て

スーダンで調達された。そのため、専門家はフェーズ 1での機材情報及び JICA事務所の機材デー

タベースを活用して効率的に機材を調達した。 

機材の総額は約 2.42億円であり、その 56％はパイロット州向けの機材である。また、DWST は

17％であり、その他 6州向け機材が 27％となっている。フェーズ 2の機材総額はフェーズ 1の約

3倍となっているが、これは機材の供与先が増加したことが原因である。 

スーダンの機材に関する運営維持管理能力は高く、これまで調達された機材は有効に活用され

ている。また、パイロット州以外に研修用機材を供与したことが研修センターの建設を促進する

要因となった。このように、スーダンで技術協力を実施する場合にはある程度の機材を供与する

ことが重要である。 

表 6.1 フェーズ 2 で調達された研修用機材 

 

 

対象組織 井戸管理用 WY管理用 管網管理用 水質管理用 調査用 事務用 研修管理用 合計

1.DWST向け機材 11,278 13 0 11,986 7,371 3,064 8,597 42,308

2.センナール州 46,232 8,931 1,612 2,196 286 7,167 51 66,474

3.白ナイル州 49,076 8,931 1,612 2,196 286 7,167 51 69,319

4.北部州 2,712 1,693 1,612 3,007 0 3,733 0 12,757

5.ナイル州 63 1,380 0 3,007 0 2,577 0 7,027

6.エル・ゲジーラ州 2,837 3,471 1,612 3,813 190 5,361 0 17,285

7.ゲダレフ州 63 1,380 0 3,025 0 1,489 0 5,957

8.紅海州 63 2,349 0 2,545 0 2,941 0 7,898

9.北コルドファン州 2,712 2,388 1,612 3,025 0 3,436 0 13,173

合計 115,034 30,536 8,062 34,799 8,133 36,934 8,700 242,198

単位：1000円
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（1） DWST 向け機材 

   

クレーン付きトラック ４WD ピックアップ ミニバス 

   
  臭素酸分析装置 エアコン コピー機 

（2） パイロット州向け機材 

   
クレーン付きトラック 4WD ピックアップ 揚水管 

   

発電機 エアーコンプレッサー 揚水試験用機材 

（3） 6 州向け機材 

 

  

発電機 水中モーターポンプ HDPE 溶接機 
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濁度計 デスクトップコンピュータ コピー機 

 

6-2. JCC の開催 

フェーズ 2では 2011年から 2015年までに 10回の JCCが開催された（表 6.2参照）。これらの

JCCには日本大使館、JICAスーダン事務所、専門家、DWSU、DWST及び各 SWCから関係者が参加し

ている。また、JCCの議題は各年次におけるプロジェクトの活動方針、プロジェクトの成果発表、

中間評価や終了時評価の結果等が主体となっている。この他、JCC では多くの州から総裁や研修

センター長が参加することから、様々なスーダンの水分野に関する課題も議論されてきた。 

表 6.2と図 6.2にはフェーズ 2の JCCに参加したスーダン 18 州他の人数を示している。これら

の図表からも明らかな様に、最大の参加者はエル・ゲジーラ州からの 27名であり、その次が白ナ

イル州の 23 名、3位がセンナール州の 20名となっている。パイロット州を上回る参加者を送り

込んだエル・ゲジーラ州は人材育成に最も熱心な州であり、このことは JCCへの参加人数からも

伺える。これに対して、最低はゲダレフ州であり、この州は 10回の JCCに対して 4名しか参加し

ていない。 

表 6.2 各州からの JCCへの参加者 

 

NO. 州水公社 第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回 第10回 合計

1 北部州 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 14

2 ナイル州 1 2 1 1 1 0 0 1 1 0 8

3 紅海州 1 2 1 0 1 0 2 1 0 1 9

4 カッサラ州 1 1 1 0 0 1 1 4 1 1 11

5 ゲダレフ州 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 4

6 ハルツーム州 1 0 0 0 0 3 0 0 0 2 6

7 エル・ゲジーラ州 3 1 2 2 3 5 3 3 3 2 27

8 白ナイル州 1 3 2 2 1 2 2 3 5 2 23

9 センナール州 0 3 2 2 2 1 1 2 5 2 20

10 北コルドファン州 1 1 1 0 1 0 1 2 0 2 9

11 青ナイル州 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 10

12 南コルドファン州 0 1 2 0 1 0 1 0 1 1 7

13 西コルドファン州 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 5

14 北ダルフール州 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9

15 西ダルフール州 2 1 1 2 2 0 1 0 0 0 9

16 南ダルフール州 2 1 1 1 2 1 1 1 0 0 10

17 中央ダルフール州 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 9

18 東ダルフール州 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 6

19 ハワタ 0 1 0 1 2 1 1 2 1 1 10

16 20 16 17 22 18 21 26 21 19 196合計
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伊藤大使からアマル総裁に激励賞

が授与された。 
上村総括による各種提案が説明さ

れた。 
JCCに参加した50名全員の集合写

真。 

 

図 6.2 州別の JCC への参加者 

 

6-3. 国際機関との連携 

DWST にはこれまで 4つの国際機関から研修生が派遣されている。具体的には JICA、IOM、UNOPS

及びアフリカ開発銀行である。これまで国連機関は JICAとの連携を実施しないまま、独自に人材

育成やプロジェクトを実施してきた（図 6.3.1 参照）。しかしながら、これらの機関は JICA の活

動内容が評価されるにつれて研修生を DWSTに派遣するようになった。 

そのような中、DWST との研修連携を最初に実施したのは UNOPS であった。そして、これに引き

続き IOM、アフリカ開発銀行が DWSTに研修生を派遣することになった（図 6.3.2参照）。これら

の国際機関に共通することは、紛争地帯であるダルフール及び南コルドファンでプロジェクトを

実施していることである。 

スーダンでは給水分野の人材育成が JICA の主導で実施されていることに対して多くの関係者

が認識している。これは日本が 2008年より他国や国際機関に先駆けて高いニーズのある給水分野

の人材育成を地道に実施してきたことによる。その結果、フェーズ 2 になってから、国際機関か

ら人材育成に関する連携が実施されるようになってきた。 
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UNOPS との協議 UNOPS の研修生 AfDB プロジェクトの研修 

 

図 6.3.1 国際機関の研修に対する変化 

従来

現在

DWST

州水公社

ロカリティー

UN/NGOs

DWST

州水公社

ロカリティー

UN/NGOs

全ての研修をDWST

が管理する新たな

システムの導入

DWSTが全く関与し

ておらず、ドナーが

独自に研修を実施
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図 6.3.2 国際機関からの研修生受け入れ 

 

6-4. モロッコとの連携 

PDMにフェーズ 2に記載された海外研修は「日本及び第三国研修」となっており、具体的な第

三国名は記載されていない。そのため、本プロジェクトにおいては数ヶ国を研修対象国として検

討した結果、モロッコが最適と判断された。その理由としては、治安が安定していること、アフ

リカのイスラム国家であること、上村専門家がモロッコで活動していたこと等である。 

モロッコは 1980年代まで特に村落部の給水率が極めて低く、この問題を改善するために国家計

画を策定した。この計画には多くのドナーや国際機関が参画し、日本は最初に無償資金協力を実

施した。約 10年に及ぶ継続的なプロジェクトの実施によって、モロッコ村落の給水普及率は大幅

に改善し、現在 94％以上となっている。 

このようなモロッコの発展のプロセスをスーダン人に研修させることは極めて重要であった。

また、プロセスのみならず、モロッコの先進的な給水施設や水源開発及びその関連施設の維持管

理はスーダンの今後の同様なアプローチに適応可能なものである。 

海外研修で重要なことは、研修生の意識改革である。つまり、途上国の研修生が日本等先進国

の給水関連施設を視察した場合、「日本は先進国だから」との潜在意識を否定できない。しかし

ながら、20 年前までは現状のスーダンと給水環境が殆ど同じレベルであったモロッコに対して、

多くの研修生は努力次第ではモロッコレベルまで発展することが可能と考えている。このような、

モロッコを目標とした海外研修はオーナーシップ醸成の観点から、今後も継続することが重要で

ある。 

なお、フェーズ 2ではモロッコでの研修のみならず、モロッコ人専門家をスーダンに招聘した。

一般的に公務員としてのモロッコ人のマインドは非常に高く、また、優秀な職員が多い。モロッ

コ人専門家は中央のみならず各州水公社を訪問し、様々な意見交換会を行った。そして、多くの

関係者が彼らの高いモチベーションを実感することができた。また、アラビア語によるコミュニ

ケーションは外国語に不慣れなスーダン人に歓迎された。 



 

45 

表 6.4.1 モロッコ人専門家概要 

 

 

 

 

 

No.

Mr. Abderrafii

Mardi

Mr. NRHIRA

Abdessadek

Mr.Samir

Bensaid

Mr. Outair

Abdelouahed

Mr. Driss Ben

Abdellah

Mr.Zerouali

Abdelaziz

Mr. Mohamed

Laaouan

Mr. Ahamed

Garbaoui

Dr.Mustapha

MAHI

Dr. Mahmoud

HAFSI

Mr.HILALI

Jawad

合計
5 4 2

11

5 国営水電力公社

4 国営水電力公社 国営水電力公社

3 国営水電力公社 国営水電力公社

国営水電力公社

2 国営水電力公社 国営水電力公社
ブーレグレグ・
シャウイア

流域水利公社

2012年12月 2013年12月 2014年12月

1 国営水電力公社
スース・マッサ
・ドラー流域
水利公社
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ナイル川調査 JabelAulia 浄水場視察 水資源電力省次官との協議 

 

表 6.4.2 モロッコ研修概要 

期間 テーマ 参加者 

【準備調査】 

2012.03.18-
03.29 

・モロッコ都市部、地方部の水資源開発と飲料水供給、

節水灌漑、下水再処理計画の視察 
・スーダン人研修員受入予定機関（モロッコ国営水道公

社（ONEE）、水利庁、テンシフト流域水利公社、地方整

備局、スース・マッサー・ダラー流域水利公社）との事
前協議 

・DWST1名、日本人専門家 1名同行 

【第１回】 

2012.05.13-

05.27 
（14日間） 

・モロッコの先進的な研修施設、研修実施体制、水資源

開発及び水源保護、都市給水システム、村落給水システ

ム、下水処理と下水再利用及び節水灌漑等の視察、モ
ロッコ側関係者との意見交換 

・何故モロッコがアフリカで最も先進的な水資源開発や

人材育成及び飲料水供給を実施できたのかその背景考
える 

計 16 名（対象：州水公社の技師長クラス）  

DWST：1名、センナール州：2名、白ナイル州：2

名、カッサラ州：3 名**、ダルフール 3 州：3名*、
南コルドファン州:1名*、青ナイル州：1 名* 

同行者：コーディネーター1名、日本人専門家 2 名 

【第２回】 

2013.04.06-

04.14 
（9 日間） 

・モロッコ国営水道公社、水利庁、テンシフト流域水利

公社、地方整備局における講義と視察 

・フェズ浄水・給水施設視察 
・研修管理全体 

計 17 名（対象：各州水公社の研修センター長、技

師長クラス） 

DWST：1 名、北部州：1名、ナイル州：1名、ハルツー
ム州:1 名、エル・ゲジーラ州：1名、センナール州：

1 名、白ナイル州：1名、北コルドファン州:1名*、

北ダルフール州：1 名*、西ダルフール州：1名*、
南ダルフール州：1 名*、南コルドファン州:1 名* 

同行者：日本人専門家 2 名、JICA スーダン事務所 1

名 

【第３回】 
2014.04.05-

04.13 

（9 日間） 

・モロッコの村落給水、料金徴収方法、水道メーターの
設置、施設や機材の運営維持管理方法等 

・下水処理水の有効利用や節水灌漑 

・統合水資源管理 

計 12 名 
DWST：1名、センナール州：1名、白ナイル州：1

名、カッサラ州：2 名、紅海州：1 名、ナイル州：1

名、北部州：1名、ゲダレフ州：1 名 
同行者：コーディネーター：1名、日本人専門家 1

名 

【第４回】 

2015.03.28-
04.5 

（9 日間） 

・モロッコの都市給水・浄水施設維持管理、水質管理料

金徴収方法、統合的水資源管理、 
・下水処理水の有効利用 

・モロッコのダム管理とその課題 

・モロッコとの技術協力に関する協議 

計 13 名（対象：DWST所長、州水公社の技師長クラ

ス） 
DWST：1名、センナール州：1名、白ナイル州：2

名、カッサラ州：1 名、ゲジーラ州：1名、ナイル

州：1名、北部州：1名、ゲダレフ州：1 名 
同行者：コーディネーター：1名、日本人専門家 1

名 
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表 6.4.3 モロッコ研修参加者一覧 

 

所属 合計

DWST 6

White Nile 6

Kassala 6

Sennar 5

River Nile 3

El Gezira 3

Blue Nile 2

North Kordofan 2

South Kordofan 2

North Darfur 2

West Darfur 2

South Darfur 2

Northern 2

Khartoum 1

Red Sea 1

Gedaref 1

Hawata Project 1

小計 47

2012年 2013年 2014年 2015年

13 13 10 11
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6-5. 中間レビュー及び終了時評価の結果 

6-5-1．中間レビュー 

本プロジェクトの中間レビューは 2014年 1月 12日から開始され、1月 30日に終了した。2014

年 1月 29日に開催された第 6回の JCCにおいて中間レビュー調査団は、各種調査を通して明らか

となった本プロジェクトの課題を関係者に説明した。指摘された課題は、新規研修センターの建

設の遅れを早急に改善すること、モニタリング部署の設置とモニタリングの開始、関連機関の巻

き込み及び衛生部門の設置等であり、これに伴い 5回目の PDMが改定された。 

   

合同評価委員会 評価結果の説明 質疑応答の様子 

 

6-5-2．終了時評価 

2015 年 2 月にフェーズ 2の終了時評価が実施され、最終的な評価の結果は表 6.5.2に示すとお

りである。この表には 2014年 1月に実施された中間レビューの結果も示している。この表からも

明らかなように、終了時評価においては妥当性と有効性が「高い」と評価されたものの、インパ

クトは「中程度」と評価された。これは中間レビューと同じ結果となっている。インパクトが中

程度と評価された背景としては、まず PDMの上位目標が期待される成果と比べて高く設定されて

おり、この目標を達成することが困難と判断されたことによる。 

なお、終了時評価では調査団より①中長期人材育成計画の承認（承認済み）、②ウェブサイト

を通じた DWST研修コースの情報公開（開設済み）、③モニタリング計画の実施（パイロット州で

実施済み）、④最終成果発表セミナーの開催（開催済み）、⑤ステアリングコミッティーの設置

（準備中）の提案があった。 

表 6.5.2 フェーズ 2 で実施された各種評価結果 

 

評価 数値 評価 数値

妥当性（Relevant) 高い 5 高い 5 評価を維持
有効性(Effectiveness) 中程度 3 高い 5 改善
効率性(Efficiency) 中程度 3 比較的高い 4 改善
インパクト(Impact) 中程度 3 中程度 3 改善されず
持続性(Sustainability) 中程度 3 比較的高い 4 改善

合計 17 21

備考評価項目
中間レビュー 終了時評価
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6-6. DWST のウェブサイトの開設 

2015年 3月に実施されたフェーズ 2の終了時評価において、調査団は DWSTに対して専用のホー

ムページの開設を要請した。この背景は DWSTの研修がスーダンの国内外で注目されるようになっ

たことによる。また、各援助機関がスーダンの水分野でプロジェクトを実施する場合、事前研修

の有効性が理解されたことによる。その結果、これまで UNOPS、IOM の国連機関の他アフリカ開発

銀行からも研修生が DWSTに送り込まれた。 

このような現状を受けて、DWSTは専用ホームページを開設し、予め研修計画を公表することに

なった。DWSTの研修計画及び研修のシラバスが事前にホームページに公表されれば、多くの関係

機関が閲覧可能となる。その結果、新たな顧客が確保され、DWST の研修予算が増額することも期

待できる。このような DWSTの動きは各州の研修センターにも影響を与えており、既に州レベルで

の研修をホームページで公表する準備を進めている州もある。 

 

図 6.6 DWST に開設された専用ホームページ 

 

   
終了時評価説明 参加者の状況 モニタリング活動の説明 
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6-7. 積極的な広報活動 

本プロジェクトにおいては積極的に広報活動を実施してきた。例えば、JICAのホームページの

プロジェクトニュースにおいては、フェーズ 1で 60本、また、フェーズ 2では 184本の記事を掲

載している。これらの記事は閲覧が自由であることから、スーダンにおける本プロジェクトの活

動が多くの国民への理解が期待される。 

表 6.7.1 JICA のホームページに掲載されたプロジェクトニュース 

 

一方で、本プロジェクトの活動成果他は学会、大学での講義、セミナー、出版及び取材等を通

して公表されてきた。特に 2013年 11月に出版された「スーダンの水」はフェーズ 2に参画した

専門家全員が執筆したものであり、スーダンの水に関する基本的な情報が豊富に記載されている。

このような専門家の自助努力によるアプローチは非常に稀であり、出版には多大な労力と時間を

伴うものである。 

専門家やコンサルタントは現地活動を通して多くの情報を入手できる立場にある。水分野に限

らず他分野の専門家が国際理解の観点からこの種の本を出版することは相手国側のみならず多く

の国民にとっても重要である。 

表 6.7.2 その他の広報活動実績 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 4 5 8 11 1 29
2 1 7 8 8 1 25
3 1 5 5 9 3 2 25
4 8 7 7 1 23
5 7 7
6 3 2 4 8 17
7 2 1 4 2 9
8 6 2 2 5 15
9 0 0 6 6
10 4 4 14 7 1 30
11 6 1 4 4 8 11 3 37
12 0 4 2 6 8 1 21

21 16 23 6 70 58 34 16

月/年
フェーズ1 フェーズ2

合計

合計
60 184

244

2012年3月
2013年9月

取材
熊本日日新聞：「夜明けの国から」
国際開発ジャーナル社；「情報の共有目指し『スーダンの水』を出版」

2013年7月

日本地理学会

講義

2009年3月
2013年9月
2013年9月

2011年5月
2013年6月

ODA　白書（2016年5月出版）

北部スーダンにおける飲料水用水源の現状と課題
スーダン領内におけるナイル川の中州に関する一考察
ナイル川の中州形成に及ぼす濁度の影響

北海道大学：スーダンにおける塩水地下水について
國學院大學：スーダンの自然と水利用
地質情報整備活用機構：スーダンの水事情

UNESCO;International Water Day " About JICA Project for Human Resources Development for Sudan Water Sector"
IWA; Results of Human Resources Development Project for Water in Sudan" Nairobi
Inter National Desalinization Seminar;" Desalinization System in Red Sea Area" Port Sudan
UNESCO;International Water Day " About Water and Electricity in Sudan"

スーダンの水事情；国際開発ジャーナル社

セミナー発表

出版

2013年10月
2012年3月

2013年12月
2014年3月

2013年11月
2015年7月
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図 6.7 2013 年 11 月に出版された「スーダンの水」 

 

 

7 オーナーシップの醸成と工夫 

7-1. 信頼関係の構築 

信頼関係の構築は本プロジェクトのみならず、いかなる業務においても極めて重要な要因であ

る。フェーズ 1は 2008年 6月に日本の援助再開後、最初に開始されたプロジェクトであった。親

日国家であるスーダンは日本の援助が再開されたことから、2008年当時フェーズ 1に対して多大

な期待をしていた。しかしながら、スーダンの水分野の人材育成を実施するためには「人、物、

金」の全てにおいて課題が山積していた。このような厳しい現状下、専門家が最も重要視したこ

とはスーダン側との信頼の構築であった。そのための手段として、プロジェクトでは総括の派遣

期間を他の専門家より長めに確保した。その結果、総括の派遣期間に関してフェーズ 1では 30％、

また、フェーズ 2では 25％を確保した（図 7.1参照）。これにより、総括が様々な活動を実施で

きるようになった。 

一方で、フェーズ 2を実施する際にはフェーズ 1に関与した専門家を 4名確保している（表 7.1

参照）。これはプロジェクトの継続性と信頼関係の構築を優先したことによるものである。日本
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側のこのような対応に対してスーダン側もフェーズ 1から重要ポストのスタッフを交代させるこ

とはなかった。このような、日本とスーダンとのプロジェクトに対する配慮が本プロジェクトの

信頼関係の構築に寄与したものと考えられる。同時に良好な信頼関係の構築が様々な課題に対す

る専門家の提言をスーダン側が受け入れるようになり、オーナー意識を醸成することになった。 

  

図 7.1 専門家の派遣実績の比較 

表 7.1 専門家の派遣実績 

 

上村

30%

植松

14%小野寺

14%

岩本
12%

斉藤 8%

安藤 8%

松尾 8%
山本

5%

七條

1%

フェーズ1

上村
25%

木村

17%
佐藤

14%

小野寺
13%

山本 9%

松尾 9%

佐々木

7%

門上

5%

山田

1%

フェーズ2

氏名 担当 写真 2008 2009 2010 2011 氏名 担当 写真 2011 2012 2013 2014 2015

1 上村　三郎
総括
研修計画

● ● ● ● 上村　三郎
総括
給水計画
研修計画

● ● ● ● ●

2 斉藤　正和 井戸管理 ● ● ● 大鹿　祐介 井戸管理 ● ● ● ● ●

3 岩本　政俊 給水施設 ● ● ● ● 山本　誠
浄水場管理
管網管理

● ● ● ● ●

4 小野寺　純
教育手法
組織管理

● ● ● ● 小野寺　純
組織管理
料金徴収
副総括

● ● ● ● ●

5 七條　寛 機材管理 ● ● 木村　亮一

機材管理
電気・機械
コスティ
特別研修

● ● ● ● ●

6 松尾　俊作
水質検査
データベース

● ● ● ● 松尾　俊作 水質管理 ● ● ● ● ●

7 植松　征郎
データ管理
GIS

● ● ● ● 佐藤　匡史
データ管理
モニタリング

● ● ● ● ●

8 安藤　雄介
浄水場
維持管理

● ● ● ● 佐々木　新
コミュニティー
啓発

● ● ● ● ●

9 山本　誠 管網管理 ● 門上　綾 衛生管理 ● ● ●

10 山田　浩由
研修施設管理
給水計画（2）

●

11
Mr.Mohammed
Hassan
M.Ammar

国営水公社
総裁

● ● ● ●
Mr.Mohammed
Hassan
M.Ammar

飲料水衛生局
総裁

● ● ● ● ●

12
Ms.Eatidal
Elryah
Malik

国営水公社
研修センター長

● ● ● ●
Ms.Eatidal
Elryah
Malik

飲料水衛生局
研修センター長

● ● ● ● ●

フェーズ1 フェーズ2
No
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7-2. 予算確保の指導 

予算確保をはじめとする相手国の負担事項は本プロジェクトのみならず、他の類似プロジェク

トにおいても極めて重要である。しかしながら、特にアフリカ諸国においては国際機関や多くの

ドナーがこれらの負担事項を肩代わりする事例が多く、援助の自立発展性の課題となっている。

逆に、相手国側が確実に必要な予算を確保できれば多くのプロジェクトは成功すると言える。 

本プロジェクトにおいては、フェーズ 1から日本側の協力内容を繰り返し説明してきた。つま

り、日本は専門家の派遣と研修用機材の供与を実施するものの、研修に伴ういかなる費用は負担

しないことする基本方針の説明である。この方針に基づき、専門家はプロジェクト期間中カウン

ターパートの宿泊日当、交通費、セミナー開催費等を全く負担していない。ただし、このような

体制を構築する前に専門家は予算申請書のフォーマット（表 7.2 参照）を作成し、繰り返し指導

をしてきた。その結果、スーダン側は確実に研修予算を確保するようになり、オーナー意識を高

めた。 

表 7.2 研修予算のフォーマット 

 

No Item Contents Unit price Quantity Amount Actual Payment Remarks

Trainee daily allowance 25               400prs x 14days 140,000              
Lecturer compensation 150             50prs x 12days 90,000               
Counterparts fee 750             30prsx12Month 270,000              
Skilled workshop  labors 250             15prsx12Month 45,000               

545,000            

Trainee use 50               400prsx2times 40,000               
Lecturer use 50               100prsx12days 60,000               
Investigation assistant use 250             15prsx12times 45,000               
Exchange Experience 250             20prsx15days 75,000               

220,000            

Food expenses of the lodgings 100             400prsx14days 560,000              
Equipment costs of the lodgings 50               30unit×12month 18,000               
Entertainment costs 2,000           10 sets 20,000               

598,000            

Office supplies costs 10,000         12Month 120,000              
Office work machine costs 4,000           20 set 80,000               
Maintenance cost of center 10,000         12month 120,000              

320,000            

Telephone / FAX costs 500             12month 6,000                 
The Internet cost 500             12month 6,000                 
Anti-virus cost 300             45 set 13,500               

25,500              

Electricity 6,000           12month 72,000               
Water 500             12month 6,000                 
Gas 100             12month 1,200                 

79,200              

Document purchase 200             1000 text 200,000              
Machine parts purchase costs 2,000           24 sets 48,000               
Document making costs 250             500prs 125,000              
Meeting place costs 150             50 times x 20 150,000              

523,000            

Tea&Light meal 80               50x5times 20,000               
JCC meeting allowance cost 250             50x3times 37,500               

57,500              

Fuel 1,500           12month 18,000               
Allowance 250             12prs×60 days 180,000              
Lodging 200             12prs×60 days 144,000              
Maintenance 2,000           12month 24,000               

366,000            

Mainteance 50               12×100 60,000               
Spare parts 2,000           12 month 24,000               
Building Maintenance 40,000         1 set 40,000               

124,000            

11
Lodging

 Maintenance
lodging utilities 2,000           12month 24,000               

Contingencies Emergency payment 2,000           12month 24,000               
48,000              

2,906,200         

2

Sub total

3
Welfare expenses

Sub total

Transportation
expenses

1 Personnel expenses

Sub total

7

4
Office work
costs

Sub total

Sub total

5

Training expense

6
Expenses for lighting
and fuel

Sub total

Communication
costs

 Sub total

 Sub total

Grand Total(SDG)

8
Workshop ,Seminar
 &Meeting costs

Sub total

9

10

Cars &

Field visits

12

Sub total

Sub total

Workshop

Maintenance

 cost
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7-3. 適切な機材の導入と指導 

スーダンが他のアフリカ諸国と大きく異なることは、供与された機材を大切に使用する習慣を

有していることである。事実 1986年に日本の無償で供与された井戸掘削機やトラックが未だに活

用されており、このような事実は他のアフリカ諸国では皆無といえる。 

一方で、水分野の人材育成に不可欠な研修用機材は日本が主体に供与してきた。これは本プロ

ジェクトのみならず、ダルフールプロジェクトやカッサラプロジェクトの協力によるものである。

ただし、ダルフールプロジェクトとカッサラプロジェクトは特定の州を対象としていることから、

スーダン全体のバランスを想定していない。そのため、フェーズ 2では中央の DWSTと 2州以外の

6州に対して研修用機材を供与した。これらの 6州は人材育成の重要性をフェーズ 1から認識す

るようになり、独自予算で研修センターを建設してきた。このような自助努力を示す 6州に日本

が研修用機材を供与したことにパイロットよって、各州の研修環境は大幅に改善した。その結果、

機材を供与された各 SWCは日本に感謝するため写真に示すような看板他を設置した。これはスー

ダン側のオーナーシップが具体化した典型的な事例である。 

    

 

 

 

 

図 7.3 スーダンの各州に設置された日本の協力に感謝する立て看板 

 

7-4. スーダン人の自尊心と能力の刺激 

スーダン人の能力が高いことは多くの日本人関係者の共通認識である。また、カウンターパー

トはスーダンの最高学府であるハルツーム大学やスーダン大学で専門を研鑽してきているために、

ある程度のレベルの技術力を有している。しかしながら、これらは未だに潜在能力の段階であり、

多くのカウンターパートが能力を十分発揮できる状況には至っていない。その最大の理由は公務

員の低すぎる給与である。また、組織上の問題として不適切な人事評価による昇給昇格の遅れ等

もある。 

このようなスーダン人カウンターパートを鼓舞するために専門家は、彼らの有する自尊心や潜

在能力を認め、刺激を与えてきた。例えば、図 7.4にはスーダンを中心にその発展レベルを比較

したものである。当然なことながら、スーダン人が南スーダンよりも相当発展していることは彼

らの自負でもある。しかしながら、モロッコと比較すれば逆に多くの面で発展途上にある。これ

を理解させるために、フェーズ 2ではモロッコ研修を 4回実施してきた。そして、研修を繰り返
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すことにより、スーダン人がモロッコの発展モデルを意識するようになってきた。このような意

識の変化もオーナーシップ醸成の要因となった。 

 

図 7.4 スーダンの発展段階のイメージ図 

 

7-5. 徹底した現場重視の指導 

多くの途上国に共通する現象としてはカウンターパートの低い現場訪問がある。そして、カウ

ンターパートは専用車両の不足や日当宿泊費の問題をその言い訳としている。これに対して専門

家はフェーズ 1から徹底した現場主義を実践してきた。そして、カウンターパートを専門家の車

両に同乗させて各州を訪問した。また、フェーズ 2においては井戸管理研修に代表される現場で

の実務研修を実施してきた。 

スーダンの水分野ではこれまで各種の計画や政策提言がなされてきた。しかしながら、これら

の政策や計画がその後尊重されることはなかった。その最大の理由は基礎となるデータの信憑性

がある。スーダンでは多くの統計や各種データの入手方法に問題があり、その結果現場の実態を

反映しない計画が策定されることになる。このような計画立案を改善するために、各専門家は関

係者を現場に同行させ、聞き取り調査等を指導した。現場にはカウンターパートが言い訳できな

い程様々な問題があり、それを多くの関係者が認識することができた。その結果、公務員として

当然な国民へのサービス意識が芽生えてきた。 

図 7.5にはフェーズ 2における専門家とカウンターパートが各州を巡回訪問した日数の経年変

化を示している。この図からも明らかな様に、DWST の関係者の現場訪問は増加傾向にある。この

現象もスーダン側のオーナーシップの醸成によるものである。 

写真 説明 割合（％） 写真 説明 割合（％） 写真 説明 割合（％）

共同水栓主体

各戸給水主体

発展レベル

90

80

5

15

・このレベルを卒業し
つつある

・ウォーターヤードが
主体である
・運営維持管理に課
題がある

・主要都市で実施さ
れている
・ただし、施設の運
営維持管理に課題
がある

20

・ハンドポンプが主体
である
・維持管理体制に課題
が多い

30

モロッコ南スーダン

0

10

スーダン

中低い

・このレベルは既に卒業している

・このレベルには至っていない
・一部の村落で利用され
ている

50
首都のジュバ等の
一部の都市部のみで
実施されている

・モロッコではこのシステ
ムが主流で運営維持管
理も万全である

高い

給水レベル

ハンドポンプ主体レベル１

レベル２

レベル３
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図 7.5 専門家と DWST スタッフによる巡回指導 

   

州公共事業大臣との面談、ここで大

臣は新たな研修センター建設を公

約した。 

シンジャ事務所で実施されたモニタリング結果の説明を受ける公共事業大

臣、この大臣はエンジニア系であることから、モニタリング結果に高い関心

を示した。 

 

7-6. 確実なデータの集積と議論 

2008 年にフェーズ 1が開始された当時、スーダンの実施機関のにおけるコンピュータ等の事務

用機材の普及は極めて低くい状況にあった。その結果、殆どの業務が手書き文書であり、この傾

向は地方部でより深刻であった。そのため、フェーズ 1とフェーズ 2では中央と地方に事務用機

材を供与し、データ管理の基礎を研修させた。これにより、情報の共有は著しく改善された。し

かしながら、コンピュータの普及と確実なデータの入手は必ずしも一致しておらず、各州におけ

る給水普及率などは未だに正確なデータが存在しない。 

このような現状下、専門家は正確なデータを入手する方法を指導した。特に、カウンターパー

トの能力向上等のデータは数値化することが困難な指標であるが、これを専門家は表 7.6に示す

方法で解決した。この方法は専門家とカウンターパートが各研修における作業の割合を示したも

のである。能力向上を数値化し、視覚化したことにより、カウンターパートは研修業務に自信を

持つようになった。このような地道な指導もオーナーシップ醸成の要因となった。 

なお、パイロット州におけるカウンターパートの研修貢献度の推移に関しては、井戸管理研修

のサンプルを添付資料 4に示した。 
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表 7.6 カウンターパートの能力向上（サンプル） 

 

7-7. 各州との情報の共有 

スーダンでは州知事や関連機関の総裁などのトップに情報が集中するシステムとなっており、

情報が関係者間で十分共有されていない。従って、本プロジェクトにおいて各専門家は常に研修

担当者やトップと協議し、情報を共有した上で様々な課題をスーダン側と解決してきた。具体的

には、中央においては DWSUのアマル総裁との協議（不定期であるものの臨機応変に実施）、DWST

の研修センター長との面談（ほぼ毎日）、定期的な研修関係スタッフとの協議などである。また、

パイロット州においては定期的なカウンターパートミーティングを開催し、情報の共有を促進し

てきた。さらには、大きな問題が発生した場合には中央から DWSTのセンター長とプロジェクト専

門家が現地に乗り込み、州知事、公共事業大臣及び州水公社の総裁と各種協議を行ってきた。こ

れらの協議を通してスーダン側は問題解決方法をプロジェクト専門家から伝授されるとともに、

自らの責任で問題を解決するようになってきている。 

DWST においてはフェーズ１より研修担当者を固定化することなく、オールスタッフで対応する

システムを導入した。その背景としてはシステムを導入する前には個々の担当する研修には責任

と関心を有するものの、担当外の研修には無関心となり、スタッフ同士の意思疎通等や研修の相

乗効果が阻害されていたことによる。このような業務スタイルはスーダンでは極めて珍しく、日

本的なスタイルがスーダンに浸透しつつある。 

一方で、スーダンでは地方分権化が展開された結果、州間の情報共有が大きな課題であった。

しかしながら、日本が人材育成プロジェクトを開始したことから、多くの関係者が共通の課題に

直面していることが判明した。そして、プロジェクトの JCCやジョイントセミナーでこれらの問

題が議論されると共に、問題解決に向けた優良事例が共有されるようになった。このような共同

体意識はスーダン人のオーナーシップ醸成に寄与した。 

C/P 専門家 C/P 専門家 C/P 専門家 C/P 専門家 C/P 専門家 C/P 専門家

2 宿舎の整備 90 10 100 0 100 0 100 0 100 0 98 2

4 研修生データ整備 70 30 100 0 100 0 100 0 100 0 94 6

5 講師データ整備 70 30 90 10 100 0 100 0 100 0 92 8

6 講師との協議と調整 90 10 70 30 80 20 100 0 100 0 88 12

7 研修スケジュール 80 20 80 20 80 20 100 0 80 20 84 16

9 テキスト作成 80 20 90 10 80 20 100 0 100 0 90 10

11 試験問題と模範解答の作成 80 20 70 30 80 20 90 10 90 10 82 18

15 研修前ミーティング 0 100 0 100 50 50 100 0 100 0 50 50

16 開校式（オリエンテーション） 50 50 80 20 100 0 100 0 100 0 86 14

19 試験の実施 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0

23 試験の実施監督と採点 90 10 100 0 80 20 90 10 100 0 92 8

24 試験結果の分析 0 100 80 20 80 20 100 0 100 0 72 28

28 閉校式 50 50 50 50 100 0 100 0 100 0 80 20

31 研修生へのインタビューの分析 0 100 0 100 0 100 50 50 100 0 30 70

32 評価シートの分析 0 100 80 20 100 0 90 10 100 0 74 26

34 報告書作成 0 100 50 50 50 50 100 0 100 0 60 40

Ｎｏ． 作業項目

平均(C/P) 53 71 80

1回 2回 3回 4回 5回 平均

8095 98
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図 7.7 情報共有のシステム 

 

7-8. 表彰制度の導入 

スーダン人のモチベーションやオーナーシップを高める手段として専門家はフェーズ 1から表

彰制度を導入してきた。具体的に毎回の研修における成績上位者、モロッコ研修の帰国報告会で

最も優秀なプレゼンテーションを行った研修生、研修センターの建設やその後の研修改善を積極

的に実施したセンター長、DWST やパイロット州の研修担当者への表彰状や感謝状である。また、

DWST のアマル総裁や DWSTのエティダルセンター長に対してはフェーズ 1とフェーズ 2の終了時

に激励賞を授与してきた。このような表彰は多くの関係者が集まる JCCやジョイントセミナーで

実施しており、受賞者全員は日本のプロジェクトで表彰されたことに対して誇りに感じている。 

本プロジェクトでは研修関連費用は全てスーダン側の負担事項であり、関係機関はその確保に

大変な努力をしてきた。このような努力を大勢の前で表彰することは関係者のモチベーションを

高めると共にオーナーシップの醸成に貢献している。 

   
最優秀研修センター賞 アマル総裁への激励賞 カッサラ州総裁への感謝状 

 

7-9. 明確な将来展望の提示 

スーダンの水関連機関は既に人材育成の重要性を十分認識している。その結果、フェーズ 2の

終了時までに多くの州が研修センターを建設し、独自に研修を実施している。このようなスーダ

ン側の自助努力は高く評価すべきである。 

一方で、「スーダンの安定した飲料水の供給」に対し、人材育成のみのアプローチでは達成不

SWCs

DWST
PSWC、ゲジラ州、北部州、

北コルドファン州等

ジョイントセミナー

定期的な訪問による支援

• 優良事例の紹介

• 技術的な助言
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可能である。上記目標を達成するためには、予算の確保、施設建設や機材供与等のプロジェクト

も不可欠である。現在、スーダンではベルギーの有償資金協力による 1050台のポンプの供与、イ

ランによる６ヶ所の浄水場建設が実施されている。また、日本の無償資金協力でカッサラ市の給

水計画が完了し、今後コスティ市のプロジェクトが実施されることになる。フェーズ１とフェー

ズ 2で育成された人材は将にこのようなプロジェクトで活躍することが求められている。実際に

多くの研修生が各種プロジェクトに参画すれば研修成果が問われることになる。これまで受講し

てきた研修成果が、スーダンの安定した飲料水供給に貢献することになれば、多くの研修生はそ

の核となる人材として活躍することになる。このような状況はスーダン側の更なるオーナーシッ

プの醸成に寄与するであろう。 

 

図 7.9 将来の展望を示したイメージ図 

 

 

8 今後の課題・提言 

8-1. DWST の新規研修センター建設の遅れ 

スーダン側の投入として計画されていた DWSTのキロテン新規研修センターは、2012年 4月に

完工予定であったが工事に大幅な遅れが生じていた。2012年 7月には、DWSU の総裁から 2012年

12月までに工事を開始するとのレターが発出されたが進展はなかった。その後、2014 年 5月末か

ら一部の工事が開始されたが中断し、2014 年 10月から工事（基礎部の掘削工事）が再開した。

DWSU/T は施工期間を７ヶ月間と想定していたが、4年次の最終活動が終了した 2015年 9月 10日

時点においても工事は実施されなかった。フェーズ 2の DWSTにおける活動は新規研修センターの

完成が前提条件になっていたものの、結局 DWSTはこのセンターに必要な研修体制を構築すること
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ができなかった。 

アマル総裁やエティダルセンター長が新規研修センターを早く完成させ、水分野における東ア

フリカ最高の研修センターを目標にしていることは明確である。しかしながら、現状では全く工

事の再開の目途は立っていない。 

  
研修センター建設場所 放置されている基礎用の穴 

 

8-2. 続出するサウジアラビアへの人材流出 

育成された人材がより良い待遇を求めて海外に流出する現象はスーダンのみのならう、多くの

途上国で見られる一般的な傾向である。スーダンの場合は近隣にサウジアラビアが位置している

ことから、これまで官民を問わず多くの人材がこの国に職を求めて出国してきた。スーダンから

サウジアラビアに人材が流出する最大の原因は、10倍近い給料の差である。 

日本のプロジェクトで育成された人材は本来その国に貢献することを前提にしているにもかか

わらず、結果的にサウジアラビアに人材が流出し、この国に貢献することになる。このような現

状に対して、多くの専門家は失望感や喪失感を抱いてきたが、具体的な対応策は見いだせていな

い。 

写真 8.2 DWST からサウジアラビアに流出した人材 

 

8-3. 新規研修顧客の開拓と独自予算制度の導入 

フェーズ 1とフェーズ 2はスーダンの DWSU、DWST及び SWCのスタッフの人材育成を対象に実施

されてきており、全員が公務員である。一方で、スーダンの水分野の人材育成が活性化するにつ

れ、その活動内容がスーダン国内のみならず多くの国際機関において認識されるようになってき

た。また、一部の州では民間企業や大学、農民等から研修の要請が出されている。 

このような現状を考慮し、DWSTと各 SWCの研修センターは新たな顧客の開発を意識するように

なってきた。これらの新規顧客の研修は有料で実施されるものであり、研修センターに新たな財

源をもたらすことが可能となる。様々な機関が有料での研修に参加することになれば、従来の研
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修センターの予算措置も大きく変化することになる。最終的には各研修センターが州や国の補助

金に依存しない新たな予算制度も実現することになる。 

これらの新規顧客を呼び込むためには各センターのホームページの開設が不可欠である。そし

て、このホームページに各州の年間研修計画が公表されれば、関心のある機関や個人が研修を申

請するようになるであろう。 

 

図 8.3 ホームページによる新規顧客の開拓 

 

8-4. 期待される女性の活躍 

スーダンにおける女性の社会進出は活発であり、事実多くの公的機関には女性の管理職が勤務

している。また、水分野においては水質分析を専門とする女性が多く、彼女らの分析能力は非常

に高い。更に女性は職場を替える発想が少なく、男性のように海外に流出することもほとんどな

い。このような女性の現状を考慮した場合、今後のスーダンの水分野においては女性をより有効

に活用することが不可欠である。 

表 8.4 には今後更なる活躍が期待できる各機関の女性を紹介した。現在、スーダンの研修セン

ターには 3 名の女性がセンター長として活躍している。特に、エル・ゲジーラ州と北コルドファ

ン州の研修センターは女性らしいきめ細やかな配慮が至る所に見受けられる。このような女性の

活躍は今後のスーダンの水分野の人材育成に大きく貢献するであろう。 
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表 8.4 各州に存在する有能な女性達 

 

 

8-5. JICA 事務所への期待 

JICA 事務所は 2007 年 3 月に開設され宍戸所長が着任した。当時のスーダンは南北が分離して

いなかったために、ハルツームとジュバに事務所があった。宍戸所長は両事務所を掛け持ちで対

応しており、創設期のスーダン事務所は人材不足を含め様々な課題があった。そのような中で、

2008 年より水供給人材育成プロジェクトは開始され、スーダン事務所とは常時協議や各種現地調

査を実施した。また、ダルフールプロジェクトで給水分野が実施されることになり、ハルツーム

に 2本の研修用井戸が建設されたのも事務所の支援によるものである。 

表 8.5 にはフェーズ 1 からフェーズ 2 終了までの期間における地球環境部とスーダン事務所の

担当者及び所長を示した。この表からも明らかな様に、地球環境部の担当者は 7 年間で 6 名配置

された。この中には新人職員も含まれている。また、現地事務所の担当者は 7 年間で 5 名となっ

ているいるものの、事務所とプロジェクトは良好な関係を維持してきた。 

専門家はフェーズ 2 の最終活動を実施するために 8 月から 9 月にかけてスーダンに滞在した。

この期間に専門家は多くの中央及び州レベルの関係機関と協議した。これらの機関から強く要請

されたことは、最近 JICA事務所関係者との面談機会が少なくなったことである。スーダンは親日

国家であり、JICAは既にスーダン全土に認知される存在となっている。このような現状を維持発

名前 写真 所属 職位 備考

Mm. Iatidal E Malik DWST 研修センター長
2008年より研修センター長
人望・能力共に非常に高い

Ms.Hanan M.Mahmoud DWST 秘書
DWSTの研修データ他を全て
データベース化している

Ms.Safia Ali Babekir DWST 水質担当
水質分析の専門家。
本邦研修とモロッコ研修を経験

Ms.Afra Mustafa Mohammed 北コルドファン 研修センター長
2013年より研修センター長
エネルギッシュで様々な改善を実施
最優秀研修センター長を受賞

Ms.Batoul Saad Abdalla Faggad エル・ゲジーラ州 研修センター長
2012年より研修センター長
本邦研修とモロッコ研修を経験
最優秀研修センター長を受賞

Ms. Atega Eshag R.A ハルツーム州 水質担当
水質分析の専門家
モロッコ研修で最優秀賞を受賞

Ms.Elrisala M.Yousif Abdu Elaziz 白ナイル州
井戸管理
モニタリング

女性では珍しい井戸の専門家
非常にまじめで積極的な女性

Ms.Asmhan Altigany Algozoly 北部州 データ管理
データ管理の専門家で、北部州の
様々なデータを分析

Ms.Maha Eltayb Elamen カッサラ州 水質担当 水質分析の専門家で高い能力がある

Ms.Amal Osman Ibrahim 紅海州 水質担当 水質分析の専門家で高い能力がある
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展させるためには、事務所の積極的な対応が望まれる。 

表 8.5 フェーズ 1 からフェーズ 2までの JICA の担当者 

 

 

 

8-6. 上位目標に向けた提言 

フェーズ 2の PDMによれば、上位目標は「スーダンの給水施設が適切に維持管理される」となっ

ている。また、プロジェクト目標は「スーダンの給水人材が適切に育成される」となっている。

フェーズ 1 からフェーズ 2 に及ぶ 7 年間の活動によって、様々な課題はあるもののプロジェクト

目標はほぼ達成された。しかしながら、上位目標の達成に関しては、人材育成のみでこの目標を

達成することは相当困難である。 

PDM はプロジェクトの基本であるものの、その作成に当たってはより現実的な内容が求められ

る。逆にプロジェクト終了後数年で達成できない上位目標は不適切といえるであろう。 

表 8.6 フェーズ 2 における PDM の概要 

対象地域 
連邦レベル：DWSU、DWST 

地方州レベル：全州（2つのパイロット州として白ナイル州、センナール州） 

上位目標 スーダンの給水施設が適切に維持管理される。 

プロジェクト 

目標 
スーダンの給水人材が適切に育成される。 

成果 1 研修センターで中・長期人材育成計画に則った研修が実施される。 

成果 2 研修センターによる支援のもとパイロット州 SWCにおける研修実施体制が確立される。 

成果 3 パイロット SWCのもと研修実施と給水施設維持管理のモニタリング体制が確立される。 

成果 4 研修センターによる支援のもと、全国の SWCにおける研修実施体制が整備される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間 地球環境部担当 スーダン事務所担当 事務所所長

2008年 松崎　晃昌 阿久津　謙太郎

2009年 佐藤　隼人 松岡　秀明

2011年 佐原　壽一郎 村川　太志郎

2012年 影山　正

2013年 宮崎　明博

2014年 清水　浩二 佐野　明平 小池　誠一

宍戸　健一

加藤　久絵 森　裕之
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PLAN OF OPERATION (PO) 

Date of preparation: January 26th, 2015

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Year

DWST

Assignment of JICA Experts

Month

2011 2012 2013 2014 2015

4-3.  DWST implements Joint Seminar(s)to share and disseminate the outputs of PSWCs'
activities, and distribute Human Resource Development Manual to each SWC.

DWST

4-4. Each SWC (excluding PSWCs) develops training course implementation plan. SWC, DWST

DWSU, DWST

3-6. DWSU maintains and manages monitoring data at information center. DWSU

3-7. DWSU finalizes monitoring manual based on the evaluation of monitoring of training
courses and O&M of water supply system.

DWSU

4.Training course
implementation structure is
developed within each
SWC in Sudan in
collaboration with DWST.

4-1. Each SWC (excluding PSWCs) establishes training unit within the organization. SWC, DWST

4-2. DWST develops Human Resources Development Manual to each SWC based on the
outputs of 1, 2 and 3.

DWST

3.Monitoring system is
established within DWSU
and pilot SWCs for
training course
implementation and O&M
of water supply system of
PSWCs.

3-1. DWSU and PSWCs establish monitoring units within the organization. PSWC, DWST

3-2. DWSU develops the draft version of monitoring manual to be used by PSWCs. DWSU

3-3. PSWCs implement baseline survey on the O&M status of current water supply system. PSWC

3-4. PSWCs regularly monitor the current situation of training implementation, examples
identified in the State, and O&M of water supply system based on the draft of monitoring
manual.

PSWC

3-5. DWSU and DWST analyze and evaluate the monitoring result and give feedbacks such
as lessons learned and good practices etc. to SWC monitoring unit.

2-8. PSWCs' training units evaluate the training courses. PSWC, DWST

2-9. PSWCs' training units revise training course curriculum and textbooks based on the
evaluation results of the training courses.

PSWC, DWST

2-10. PSWCs reflect the monitoring result of draft SWC activities plan to  training course
implementation plan.

PSWC, DWST

2-5. PSWCs develop training course implementation plan based on the priority. PSWC, DWST

2-6. PSWCs' training units develop training course curriculum (including OJT in Localities)
and textbooks.

PSWC, DWST

2-7. PSWCs' training units implement training courses. PSWC, DWST

2-2. PSWCs establish training units within the organization. PSWC, DWST

2-3. PSWCs develop the draft SWC activities plan. PSWC, DWST

2-4. PSWCs prioritize actual needs for the training courses. PSWC, DWST

DWST

1-6. DWST revises training course contents, textbooks and manuals based on the evaluation
results of the training courses.

DWST

1-7. DWST improves its capacity responding to the expansion of training center.

1-8. DWST finalizes the mid-term/long-term human resources development plan, which is to
be authorized by the government of Sudan.

DWST

DWST

1-5. DWST evaluates the training courses.

1-2. DWST prioritizes actual needs for the training courses. DWST

1-3. DWST elaborates its training implementation plan based on the draft plan for mid
term/long term human resource development.

DWST

1-4. DWST implements training courses based on the training course implementation plan. DWST

2013 2014 2015
Responsible

Organization1st Year 2nd Year 3rd Year 4th Year

DWST

2. Training course
implementation structures
in PSWCs are developed
by PSWCs in collaboration
with DWST.

2-1.DWST strengthens its leadership through the supports of below activities of SWC.

Output Activity

2011 2012

1. Training courses are
implemented by DWST
based on its mid-
term/long-term human
resources development
plan.

1-1. DWST elaborates draft plan for mid-term/long-term human resource development.

1
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